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11. 議 事 の 内 容 

午前９時００分 開議 

○議長（桑原）皆さん、おはようございます。本日も大変御苦労様です。ただいまの出席

議員数は16名でございます。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開き

ます。なお、本日は、地方自治法第121条の規定により、町長、教育長及び説明の委任を

受けた者の出席を求めております。また、本日、報道関係者のカメラ等の撮影について

は許可をいたしますので、あらかじめ御了承ください。議場内では、スマートフォンや

携帯電話をお持ちの方は、音が鳴らないようにしていただくようお願いを申し上げます。

確認をしてください。なお、体調管理の観点から、上着の脱衣の許可をいたしますので、

あらかじめ御了承いただきたいと思います。本日の議事日程は、あらかじめ御手元に配
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付をしております日程第１から日程第９に至る各議案でございます。日程第１、昨日に

引き続き一般質問を続行いたします。１番、後原議員。 

○１番（後原）１番、後原です。議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせて

いただきます。避難訓練と防災フェア及び防災訓練に関してお伺いします。昨年度、令

和６年度では避難訓練を実施せず、防災フェアという形で開催されました。来場者は予

定より大きく上回り、1,328名と非常に多くの方々に参加していただいたと伺っており

ます。そして今年度、令和７年度には、その参加人数を更に超え、約2,000名以上の来場

者があり、大盛況だったと感じております。私自身も消防団員として、午前の準備から

午後の片づけまで関わらさせていただきましたが、運営を通じて多くの学びを得ること

ができました。さて、令和６年度の一般質問では、防災訓練の必要性について訴えてお

られましたが、その際に、令和７年度には個別防災訓練を実施すると答弁をいただいた

と聞いております。そこで、以下の点についてお尋ねします。まず１点目。今年度、令

和７年度には、予定、又は実施された個別防災訓練を、何件、何人規模で行われたのか、

具体的な数値でお示しください。次に２点目です。防災フェアについては、前年度の答

弁では、防災意識を喚起することを目的としていると説明をいただきました。では、今

年度の防災フェアにおいて、どの程度防災意識が高まったのか、その検証は行われたの

か、お伺いします。また、前年度の防災フェアが、今年度の個別訓練の実施参加状況に

どのような影響を与えたのか、この点についても検証されたのでしょうか。見解をお伺

いします。次に３点目です。来場者の傾向についてですが、私の体感では、昨年度と同

様、こどもや子育て世代が多く、高齢者の参加が非常に少なかったという印象を受けて

おります。昨年の一般質問でもこの傾向に触れられており、今年度は何らかの改善策が

示されるのではないかと期待しておりましたが、目立った変化はなかったように思いま

す。そこでお伺いしますが、今年度の防災フェアにおいて、参加者の偏りに対して何ら

かの対策を講じられたのでしょうか。また、効果や成果についてどのように分析された

のか、お聞かせください。併せて、今年度、海田バイオマスパワー株式会社において、

事業所の社員の皆さんと海田消防署、海田警察署、そして海田町消防団の合同防災訓練

を実施されたことについてお聞きします。この訓練は、非常に意義深いものであり、画

期的な取組だったと私は思っております。特に今回は、行動シミュレーション、すなわ

ち災害を想定した連携や消火活動の実施訓練が中心となっており、大変効果的な内容だ

ったのではないかと感じております。改めて申し上げますが、訓練というものは、一度



５ 

実施したからといって成果が出るものではありません。だからこそ、繰返し継続的に実

施することが重要であると考えております。次に４点目の質問です。このような繰返し

の訓練の重要性について、執行部としてどのように捉えておられるのか、改めて見解を

お聞かせください。そして、その重要性を住民の皆様にどのようにお伝えしていくのか、

今後の周知方法や取組の方針についてお伺いいたします。そして、今後30年以内に80パ

ーセントの確率で発生すると言われておる南海トラフ巨大地震についてです。海田町地

域防災計画震災対策編、令和５年６月修正版では、最大震度６弱、それに伴う津波の最

大波到達時間は地震発生から約４時間とし、津波災害警戒区域の基準水位は最大２から

３メートル未満と想定しています。そこで５点目をお伺いします。そのような設定にお

いて防災訓練の実施が必要であり、先ほども述べたように、繰返し行うことによりその

成果をＰＤＣＡサイクルにより地域防災の防災計画に反映させ、更なる高度化を図るこ

とが必要ですが、執行部としてどのように考えておられるのか、見解をお聞かせくださ

い。以上、防災に関する質問とさせていただきます。町民の命と暮らしを守る観点から、

実効性のある防災体制の構築に向けた前向きな答弁を詳細にお願いいたします。 

○議長（桑原）竹野内町長。 

○町長（竹野内）それでは、後原議員の質問に御答弁をいたします。避難訓練と防災フェ

ア及び防災訓練についての質問でございますが、１点目につきまして、地域での個別の

防災訓練は、令和７年度７月末時点で３回実施し、参加者は合計205名でございました。

２点目につきまして、防災フェアでの来場者アンケートの結果、参加者の約98パーセン

トが、防災フェアは自助の意識を高めるのに役立ったとの回答でございました。なお、

防災フェアの開催による個別の防災訓練への影響を検証することは困難でございます

が、本年度は、例年少ないこども連れのファミリー層の参加者の増加を実感しており、

一定の効果があったものと認識しております。３点目につきまして、防災フェアは、防

災に関心が薄いと言われる子育て世代を中心とした若い世代をコアターゲットとして

おり、来場者数やアンケート結果から、初期の目的は達成できたものと認識しておりま

す。今後は、自助の意識に加えて、自助の力を向上する観点から、各家庭において災害

時の対応能力を育む効果的な事業を展開できるよう検討してまいります。４点目につき

まして、継続的な訓練の実施は、当然ながら、防災意識の定着や災害時の対応能力の向

上等に有効であると認識をしております。このため、広報や出前講座等により、継続的

な訓練の実施を呼びかけるとともに、個別の防災訓練の内容を決める際には、前年度の
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振り返りや災害種別に応じた訓練の実施など、実際の現場で生かせる方策を提案してま

いります。５点目につきまして、本町の地域防災計画の更新に当たりましては、国や県

の防災計画と整合を図るとともに、毎年実施しております職員を対象とした防災訓練の

ほか、防災フェアや個別の防災訓練の実施結果を検証するなどして、実効性のある計画

づくりに努めてまいります。 

○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）再質問させていただきます。質問に対する回答ありがとうございます。回

答の中にアンケートという言葉が出てきましたが、私が昨年度、令和６年度の防災フェ

アにおいて、アンケートを実施されたのは記憶しておりますが、今年度も同じようにア

ンケートを実施されたということでよろしいのでしょうか。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）本年度もアンケートのほうは実施させていただいております。 

○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）このようなアンケートによる傾向調査を行い、そして、評価・対策等を実

施されたものか、ちょっともう一度お願いいたします。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）昨年度のアンケート調査の結果につきまして、30代、40代のファミリ

ー層での参加が多くあったということが分かりまして、本年度につきましても、ターゲ

ットを子育て世帯を中心とした若い世代を中心に集客できるような方法を考えまして、

電動自動車や地震体験などの体験型ブースを継続して設置をさせていただいておりま

す。また、フェアの開催時期につきましても、昨年度のアンケート結果で、９割以上か

ら適切な時期であったという回答がございましたので、本年度も前年度と同様な時期で

開催をさせていただいておるところでございます。 

○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）はい、分かりました。質問を変えます。偏りについて、特に回答をいただ

いてないように思われるのですけど、あくまでも若いターゲットをコアターゲットとい

うことで、高齢者に対する防災訓練というのは考えておられないでしょうか。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）どうしても関心が薄いって言われておる若い子育て世帯を中心に、ま

ずは自助の意識を、向上を図りたいというところがございまして、今のところ防災フェ
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アにおいては、そういった年齢層を中心とした集客を考えております。で、個別の訓練

につきましては、当然、地域のほうでされるということでございますので、そこでまた

相談があった際には、高齢の方も参加していただきやすいような方策について相談をし

てまいりたいと思います。 

○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）個別の防災訓練について、今年度７月時点で３回の205名の参加ということ

ですが、この参加人数の年齢層といったものは、集計されているのでしょうか。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）こちらにつきましては地域での出前講座の際に防災訓練の形をとらさ

せていただいておるものでございまして、年齢層の集計はちょっとできておりませんけ

れども、やはり、町長答弁でもございましたが、例年は高齢の方の参加が多いところで

ございましたが、本年度は、若い世代の参加も見られるようになったというところでご

ざいます。 

○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）ということは、個別訓練においてはあくまでも若い人で、高齢者に対して

は何もしないということなんでしょうか。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）いえ、個別訓練に関しましても、当然に高齢の方が今は参加が多いん

ですけれども、そこに新たに若い世代にも入っていただきたいという思いで、今は講座

のほうの相談をさせていただいておるところでございます。 

○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）分かりました。まだ205名、僅か。３万人の住民がおりながら205名という

のは、とても寂しい訓練ではないかと、私自身思っております。できればもっと多くの、

若い世代だけではなく全体が参加してくれるようなものを実施していただきたいと思

います。それと、話は変わりますが、南海トラフ巨大地震に関して、現在訓練を行なわ

れておりませんが、合同訓練の実施計画等はあるのでしょうか。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）南海トラフ巨大地震を想定しました合同訓練につきましては、現在、

実施計画ございませんが、職員に対しましては、南海トラフ初動対応業務手順書を各課

に配布するなどの体制の周知を図っておるとともに、昨年度は地震を想定した図上訓練
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も実施をしております。職員に対する災害対応能力の強化につながる訓練を行っていき

たいと考えております。 

○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）職員のみの訓練ということですけど、今朝のニュースでは、各地で合同訓

練が行われているというのがニュースで出ておりましたが、海田町も是非、職員だけで

はなく、消防署、海田警察署、または自衛隊等も一緒になって、町民も合わせた大きな

訓練、大きくなくてもいいです、実際に訓練しなくちゃ、先ほども述べましたように、

訓練しなくちゃ、机上だけの訓練では、実際やってみないとどこがおかしいのかが分か

らないと思うんで、早く繰返して訓練をしていただきたいと思います。それと、今後、

巨大地震の防災訓練等の、施設や企業、地域の依頼があった場合、どういった基準で、

そういったのを受けられるのか、そういう基準があるのかどうかお伺いします。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）現在でも地域から出前講座の要請がございましたら対応しておるとこ

ろでございます。出前講座のほうが、対象が５名以上のグループからっていうことにな

っておりますので、もし今後地域からそういった要請がございましたら、内容や方法な

どについて相談をしていきたいと考えております。 

○議長（桑原）防災課長、さっき南海トラフの質問があったでしょう。訓練をされないん

ですかっていう質問があったじゃないですか。それも答えてください。防災課長。 

○防災課長（松井）南海トラフのほうの訓練につきましても、相談があった際には考えて

いきたいと思います。 

○議長（桑原）総務部長。 

○総務部長（鶴岡）地域の皆様への訓練でございますけれども、やはり、こちらが訓練を

設定をして、地域に人数を割当てて動員をして実施をするというよりかは、地域の皆様

に関心を持ってもらって、で、こういう訓練をしたいという御意見をいただくのが一番

効果的かと思います。土砂災害でありましても、南海トラフでありましても、地域の方

々に、こういうときにどういう行動をとればいいのかというような御相談をいただきま

して、その訓練をするのが一番効果的だろうと思っております。ですので、防災の出前

講座を受けるときにですね、土砂災害だけでなく、南海トラフに関する訓練もできると

いったような紹介もしながら、様々な、南海トラフも含めたような訓練のほうも、広げ

ていきたいというふうに考えております。 
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○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）今、防災フェアを行っていて、2,000名以上の集客があったと、集客いうち

ゃいけんのんでしょうけど、人が集まっていただいたと。それに対して防災訓練には、

まだ205名の方しか参加されてないと。今後、防災フェアは、続けられるんでしょうけど、

それに対して、いつまで続けて、どのぐらいになったら防災訓練意識づけができたとい

う判断をされるんでしょうか。お答えください。 

○議長（桑原）総務部長。 

○総務部長（鶴岡）防災フェアは、やはりその地域の方々に防災を意識してもらうという

意味で、効果的かと思います。それで、防災フェアに参加して、実際にどういう行動を

とればいいのかといったような考えになればですね、グループで集まって、出前講座と

いうふうなつながりになろうかと思います。今年度の感覚でございますけれども、昨年

度実施しました防災フェアで、個別の訓練に若い方も参加していただいたといったよう

な感覚もありますので、当面は防災フェアを続けて、幅広い年齢層の方に、実際の訓練

に参加をしてもらう。こういったことを取り組んでいきまして、参加の状況を見ながら、

防災フェアではなく、また別の方法があるのかといったようなことは検証しながら考え

ていきたいと思っております。 

○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）要するに、まだ、防災フェアを中心として、興味を持っていただくところ

で、防災訓練まではちょっと行かないうふうに私は受け取ったんですけど、それでもや

はり防災訓練というのは大切なことだと思います。防災意識を高めてもらうというのも

分かりますが、実際に意識を高めただけでは実際に行動ができないんで、実際に動いて

みないと、できないことが多々あるんで、早めの防災訓練をしていただきたいと思うん

ですけど、そのことについてどのようにお考えかをお伺いします。 

○議長（桑原）総務部長。 

○総務部長（鶴岡）議員御指摘のとおりだと思います。防災フェアで防災に関心を持って

いただいて、個別の訓練をもっと増やしていきたい。過去には、複数の地域合同での訓

練ということも実際された経緯がございます。そういった形で、小さい地域ではなく、

広い地域に広がっていく、それが、最終的に町全体になるかどうかは別ですけれども、

そういった形で多くの方々に、実際に訓練を体験していただいて、日頃の備えにつなげ

ていただきたいというふうに考えております。 
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○議長（桑原）後原議員。 

○１番（後原）早く、全体の訓練になるよう努力していただきたいと思います。最後に、

防災訓練の単発のイベントが行われず、ＰＤＣＡサイクルにて改善を重ねていくことが、

計画を生きた仕組みにするんだと思います。特に、海田町のように海や川、山など多彩

な地形を持つ地域では、災害リスクも複合的なことになると思います。こうした訓練の

積み重ねこそが、町全体の防災力の底上げ、で、安心して暮らせる海田町につながると

思います。定期的な防災訓練を実施していただき、町民の安全・安心のため、更なる防

災力の向上を図っていただけるよう強く要望して、私の一般質問を終わります。 

○議長（桑原）答弁よろしかったんですね。いいですか。はい。３番、和田議員。 

○３番（和田）３番、和田法子です。本日は２問の質問をさせていただきます。 

一つ目、ＤＸの教育の推進と学習の環境について。現在、本町では、児童生徒に対し

て、グーグルクラスルーム、クラウドベースの教育プラットフォームを中心とした学習

支援を行われている一方で、教員は、マイクロソフト365、クラウドベースのサブスクリ

プション型のサービスを活用していく方針であると承知しております。教員の使いやす

さや業務効率化を目的としたマイクロソフト365の導入は、前向きな取組であると受け

止めております。しかし、児童と教員のＩＣＴ環境が異なることで、連携やデータ活用

において課題も見受けられ、改善の余地があると考えます。マイクロソフト365には、リ

ーディング・コーチ、児童の音読をＡＩが分析し、苦手な語句を抽出して練習課題を提

示するような機能や、エデュケーション・インサイツといって、児童の学習状況や取組

み傾向を可視化する分析機能など、ＡＩを活用した教育の支援ツールが含まれています。

これらを活用することで、児童の得意・不得意や学習傾向を可視化、客観的に把握し、

個別最適化された学びを支援することが可能です。こどもたちが、将来、自らの得意を

生かし、苦手を乗り越える力を育むためにも、ＩＣＴを活用した個別最適化された学び

の環境整備は重要だと考えます。そこで伺います。児童の学習環境についても、教員と

のＩＣＴ連携を強化しながら、こどもたちのＩＴスキル向上を図る必要があると考えま

すが、町としてどのようにお考えでしょうか。 

質問２、二つ目です。こどもたちが自分の人生を選び取るための金融教育。こどもた

ちが自分の人生をどう生きたいかを考える力を育むには、単なる知識の習得だけではな

く、実生活とつながった学びが必要だと感じています。今の社会では、働き方、収入の

得方が多様化し、情報もあふれています。だからこそ、自分に必要な情報を選び取り、
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将来の選択につなげていく力が求められています。自分の暮らしをつくる力や、将来を

描く力を育むためには、学校教育の中でも、金融について学ぶことが必要ではないでし

ょうか。そこでお伺いします。本町の学校教育において、こどもたちが金融について学

びながら、自分の将来像を描く力を育むような取組は行われているのでしょうか。また、

そうした学びを自立支援と結びつけて、推進する考えについて町としてどのようにお考

えでしょうか。以上２点について答弁を求めます。 

○議長（桑原）町長。 

○町長（竹野内）和田議員の質問は、教育委員会より答弁を差し上げます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（桑原）教育長。 

○教育長（森山）和田議員の質問に答弁いたします。こどもたちのＩＴスキル向上を図る

必要があるということは、議員御指摘のとおりであり、現在、タブレットドリルやグー

グルワークスペースの拡張機能の導入など、授業の中で日常的にデジタル機器を活用す

る環境を整えております。教職員用のウインドウズパソコンと学習者用のクロームブッ

クは、グーグルワークスペースを介した連携が可能であり、児童生徒のつまずきを把握

したり、学習成果を集約したりするなど、効果的な活用を進めてまいります。 

続きまして、２点目でございます。次に、こどもたちが自分の人生を選び取るための

金融教育についての質問でございますが、金融経済や消費者生活に関する基本的な仕組

みや考え方につきましては、学習指導要領に則して、小学校社会科、生活科、家庭科、

中学校社会科、技術家庭科の家庭科部門の教科指導の中で取り扱っております。また、

こうした学習を通して、児童生徒の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力

や態度を育ててまいります。 

○議長（桑原）和田議員。 

○３番（和田）再質問いたします。今、現在ですね、ＡＩの進化は急速に進んでおります。

私もこどものタブレットを見て、スライド作成であったり、フォームで質問したりです

ね、英単語を覚えるような教材や国語、算数、ゲーム感覚で覚えられるようなツールが

入っていることも確認しておりまして、小中学生の間では、グーグルの環境でも、問題

なく学習が進められているのかなとは思いました。その一方で、マイクロソフト365には

児童の音読をＡＩで分析するような機能でしたりとか、あとは、分析するツールが充実

しているんですけれども、こうした機能を活用すれば、こどもたちの得意や、未来の方
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向性を早い段階で導くことが可能になるのではないかと感じまして、この度、質問で出

させていただいたんですけれども、そういったこどもたちの得意などを分析するような

ことは、行っていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（桑原）学校教育課長。 

○学校教育課長（立田）こどもたちの学習状況についての分析についてですが、ＡＩによ

る分析ということも昨今、あちらこちらで聞くところではございますが、目の前にいる

こどもたちの学習状況を分析するっていうのは、教員の主たる職務でございますので、

丁寧に見取って、分析をして、支援、指導を行っているところでございます。 

○議長（桑原）和田議員。 

○３番（和田）今ですね、ＡＩが進化する中で、このまま進化していくと、日本の職種が

50パーセント近くですね、10年か20年の間に、ＡＩやロボットで代替が可能となってく

るということが報告されているのですが、職種が大きく変わることを予想されておりま

す。そういった中で、こどもたちが、未来に生きられるようにですね、教育を進めてい

く必要があると考えておりますが、そういった、そこまで見越して、進路指導や教育を

行っているのでしょうか。 

○議長（桑原）教育長。 

○教育長（森山）将来を目指して教育を進めていくという指針になるものが、先ほどもお

話ししたようにですね、学習指導要領というものがありまして、それが10年に一度改定、

文部科学省がですね、責任を持って改訂をして、それに即して、国内の公立学校等にお

いてはですね、実施をされている。その中に当然、ＡＩ等の活用もそうですし、将来の

職業像についても語られた上で、それを小学校中学校に落とし込んだときに、どのよう

な能力、資質が必要かということもといた上で学習課程が組まれておりますので、その

部分から大きく外れた上でですね、教育をしているということはございません。 

○議長（桑原）和田議員。 

○３番（和田）先ほど10年に一度改定があるということが聞こえたのですが、ＡＩのスピ

ード、今デジタルの時代になると、進化のスピードがすごく速く、10年に１度では追い

ついていないように私は感じているのですが、チャットＧＴＰであったりとか、ＡＩを

使いこなす力であったり、人間にしかできない共感力であったりとか、ＡＩ教育を現状

に取り入れていってですね、将来、困らないように、今、使いこなせるようになってい

く必要があると私は考えるのですが、生成ＡＩを使ったりなどですね、そういった動き
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はされていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（桑原）学校教育課長。 

○学校教育課長（立田）学習指導要領の改訂につきましては、10年に１度というように今

教育長が答弁いたしましたが、10年に１度と申しましても、学習指導要領が出まして、

次期学習指導要領までには、10年かけて協議をしまして、大きく改定をされるというよ

うなところでございます。その中で、10年間かけて協議をしますので、世の中の動きで

すとか、必要な資質、能力ですとかっていうことは、文部科学省の中でも協議をされて

おりますので、10年たって、間に合わないのではないかというようなことではなく、必

要があればその都度、通知なりっていうようなことも出されますので、教育の現場にお

いて、それに則して教育活動を行っているところでございます。 

○議長（桑原）教育長。 

○教育長（森山）すいません、補足で説明をさせていただきます。10年に１度の学習指導

要領の改訂に沿いまして、随時ですね、事務連絡とか、文部科学省からの通知であった

りというものが出ております。ＩＣＴ、ＡＩの活用につきましても、昨年度通知が出て、

教育内容についての活用ということが語られております。時代に追いつかない部分とい

うのは学習指導要領をベースとしてですね、補完するように、いろんな事務連絡、通知、

取組等で進められている状況でございますので、決して、時代から遅れてということで

はなくて、その都度、そのときに必要な能力、資質についてはですね、補完されながら

教育が進められているものというふうに認識をしております。 

○議長（桑原）和田議員。 

○３番（和田）はい。 

○議長（桑原）時間ありますから、ゆっくり。 

○３番（和田）はい、ありがとうございます。はい。今現在ですね、生成ＡＩを使ったこ

とができるのかということを、こどもにちょっと問うたんですけれども、今は使えない

ということを言っておりまして、チャットＧＰＴのようなですね、ものが使いこなせる

ようになると、未来に、の、収入が取れるかどうかというところにもつながってくるか

なと思うんですけれども、そういった機能を学校で使っていくことはされないのでしょ

うか。 

○議長（桑原）学校教育課長。 

○学校教育課長（立田）学校現場で生成ＡＩを使っていくというようなことに関しまして
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は、取り組んでいかなくてはいけない分野というようなことは認識しております。ただ、

生成ＡＩでも、本当に性能が優れていてっていうことは実感しておりますけれども、そ

の中に、本当に正しいこと、あるいは間違っていることっていうところも出てきますの

で、何が正しくて、何が間違っているのかっていうところは、見極める力を児童生徒に

つけていかなければいけないということは考えております。学年に応じてというか、発

達段階に応じて、そういう力も必要になってくると思いますので、言われているから早

急に取り入れるというようなことではなく、柔軟に検討していかなくてはいけないので

はないかと考えております。 

○議長（桑原）和田議員。 

○３番（和田）柔軟に取り入れて行かれるということでしたが、以前ですね、いじめのプ

ロジェクトにちょっと参加してまいりまして、やっぱり、先生に直接相談することが難

しいということを言われてる生徒たちもおりまして、そういったチャットであったりと

か、デジタルに向かってでしたら相談ができるという話も、ディスカッションの中で出

てきました。そういった今の時代に合ったですね、相談が受けやすいような方法という

ものが、でき上がってきてるかなと思うんですけれども、そういった対応として、早め

に使っていけるような取組を、是非、やっていただけたらと思っております。そういっ

た、いじめについて、チャットＧＴＰなどで取組ができるのですが、町としては、そう

いったいじめ対策であったりとか、使って行かれる予定はないのでしょうか。 

○議長（桑原）学校教育課長。 

○学校教育課長（立田）いじめとか、生徒指導上の諸課題に関して、チャットを使ってっ

ていうようなことも、考えられなくはないとは思うんですけれども、まだそこまで、児

童生徒にとって重大な問題に、かえって陥るかもしれないっていうような危険性リスク

もまだあるというふうに考えております。チャットとか生成ＡＩが成熟していって本当

に有効であれば、使えるというようなこともあろうかと思いますが、今はそういった児

童生徒の心に寄り添って相談を受けるのは、やはり、大人であったり、人だと思います

ので、児童生徒に対しては、困ったことがあったり、それから悩みがあったりしたら、

相談窓口はこういうところがあるとか、ここに相談に来てねっていうようなことで情報

提供しているところでございます。で、相談がしにくいというこどもたちもいるという

ようなことは聞いておりますが、児童生徒の日常の様子を見ていて、変化に気づくとか、

それから、ちょっと、話しかけたほうがいいかなっていうようなことは、こどもに対応
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している教職員であったり、大人であったりっていうようなところで気づいて話しかけ

るというようなことで、教職員に対しても、そういった面でも研修を行ったりっていう

ようなことをしていかなければいけないと考えております。 

○議長（桑原）和田議員。 

○３番（和田）ありがとうございます。 

金融についての質問に入っていきます。現在、町での金融の学びは、社会科、生活科、

あと家庭科、あとは社会、授業の中でですね、取り組んでいるということでしたが、教

科書も見せてもらったんですけれども、あまり、リスク面であったりとか、あと、どう

いうふうに使っていくかといったところを深くですね、学んでいないのかなというとこ

ろを感じました。海外では、小学校から体系的な金融教育が導入されておりまして、実

生活に即した学びが進んでおります。一方で、日本では、金融教育がされてこなかった

という現状もありまして、今では、最近ですね、国がＮＩＳＡやｉＤｅＣｏなどの拡充

を進めたときにですね、やっぱり知識がないままチャレンジして、困る人が増えている

ことっていう懸念がありました。はい。最近では、ブロックチェーンや、あとは、昨日

のニュースでは、ゆうちょ銀行がデジタル通貨も取り入れていくというようなニュース

が出ておりまして、今、新しいデジタルの通貨というものも出てきておりまして、そう

いった時代の流れに沿った金融教育というものが必要だと考えております。本町の学校

では、こうした背景を踏まえて、金融教育の取組などですね、別に取り組んでいくこと

はされないのでしょうか。今後、強化していくお考えなどございませんか。 

○議長（桑原）学校教育課長。 

○学校教育課長（立田）学校では議員御指摘のとおり、教科指導の中で、金融、経済、消

費生活について取り扱っております。で、学習指導要領に則してということで取り扱っ

ているんですけれども、限られた時間数の中で様々な分野について学習をしております。

金融教育につきましては、高校生になると少し投資とかそういった学習が行われるとい

うようなことも聞いておりますが、義務教育段階ですと、日常生活、社会生活の中で役

に立つ基本的、基礎的な学習をしておるところでございます。 

○議長（桑原）和田議員。 

○３番（和田）金融教育の部分でお伝えしたんですけれども、そこは、これも未来に自分

の進路を選び取るための一つだと私は捉えておりまして、例えば、現状であれば、ブロ

ックチェーンなどで、ＮＦＰなどで、絵を売って、今まで価値にならなかったものが、
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価値として認められるような環境であったりとか、少しずつ、自分、そうですね、芸術

面が評価されるような状況でもありまして、今までの教育に追加して、そういった進路

が選んでいけるということも、学校として伝えていくことも可能かとも思いますが、取

組はされていく予定はないのでしょうか。 

○議長（桑原）教育長。 

○教育長（森山）先ほども申しましたように、学校教育で取り扱うべきかどうかというと

ころ、まず判断が必要で、世の中を見ますと、各省庁であったり各業態ですね、そこか

ら〇〇教育、こどもたちに向いて言えば〇〇学習というものがですね、あふれておりま

す。それらの全てをですね、学校教育の中で賄うとなると、限られた時間、年間でいく

と例えば1,050時間の中で、教科を分けてですね、自由に使える時間が数十時間しかない

中でですね、それを取り扱うかどうかということが出てまいります。やっぱり、学校の

中で取り扱うべき中身は基本的な資質、能力を育てるものであって、そこから先は補完

するということで、例えば、一般の家庭教育の中でですね、セミナー等を、こどもたち

対象にやってるようなものに御家庭で連れて行っていただくとかですね、その中で知識

を膨らましていくということが、両方あって、初めてこどもたちの将来が形成されるも

のというふうに考えております。職業教育とかキャリア教育というところが、今、学校

の中ではスタンダードで、今日も職場体験等を中学生が行っておりますけども、そのよ

うな中で、職業、金融に限らずですね、職の教育について育てていくものというふうに

考えております。 

○議長（桑原）和田議員。 

○３番（和田）金融教育のところで、ほかの地域ではですね、地域通貨という形で、地域

のこどもたちがボランティアをすることでその通貨をいただいて、町でその通貨を使っ

ていくという方法を取り入れている町もあり、そういったものを取り入れると、通貨を

使って学んでいったりですね、あとボランティアをしたり地域のために活動することが

自然に身についてくるということも、一つの、ほか市町での良い例があるかと思うんで

すけれども、町としてそういった、今現状ではスタンプを押して、何か商品券買えると

かっていうことをされていらっしゃるかと思うんですけれども、そういった地域通貨と

いう形で、学びにしていくということも可能かと思うんですけれども、そのような取組

は何か考えられていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（桑原）学校教育課長。 
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○学校教育課長（立田）学校教育課では現状考えてはおりません。 

○議長（桑原）和田議員。 

○３番（和田）そういった、地域で通貨を使っていくという方法もありまして、教育の一

環にもなりますし、あとは、町全体で助け合いをしていくという環境づくりにもなって

いくかと思いますので、まず町としてもいろんな通貨が今あって、そういった使い方が

できるというところも、是非、学んで取り入れていただけたらと思っております。はい。

この地域通貨っていうものは、ポイント制度だけではなくて、ふるさと納税のように応

援したい自治体に寄附するとかですね、そういったこともできるようなものとなってお

りまして、地域通貨を活用すれば、町内の商店を応援したりとかですね、地域活動に参

加した人に感謝を還元するようなことができます。そういったことを通じて、町として

の魅力をどう伝えたらいいかと言われていて、物質面ですね、川や山があって、海田町

はいいまちだ、という。 

○議長（桑原）和田議員、通告外なんで、もう少し軌道修正してください。 

○３番（和田）はい。かしこまりました。はい。大事なんですけれども、そういった金融。 

○議長（桑原）こどもたちのために。教育ですから。 

○３番（和田）はい。こどもたちの教育、はい。こどもたちの教育でもあるんですけども、

先生や親、保護者たちが学んで地域で使っていく中で、ともに学んでいくであったり、

金融リテラシーを上げていくような活動として取り組んでいけるのではないかと思い、

この地域通貨ということがあるということを、この度、お伝えさせていただきました。 

○議長（桑原）答弁は要らないですか。答弁要りませんか。 

○３番（和田）はい。そうですね、海田町で育って良かったと思えれるような教育を、先

を見て教育をして、未来に困らなかったというような教育をどんどんやっていただきた

いなと思いまして、この度はデジタルの取り入れであったりとか、あとは金融教育も、

新しい金融が出てきているということもあり、学びとして取り入れてほしいという思い

がありまして、この度、一般質問で出させていただきました。はい。是非、御検討いた

だけたらと思います。はい、私の一般質問を終えさせていただきます。 

○議長（桑原）答弁よろしいですか。では最後に、教育長、答弁。 

○教育長（森山）この度、御提案いただきました、ＩＣＴ、ＡＩ等の活用、それから金融

教育につきまして、学校の中で今後ですね、取り組めるところを再度検討しながらです

ね、できることから始めていきたいというふうに考えております。ありがとうございま
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した。 

○３番（和田）一般質問を終えさせていただきます。ありがとうござました。 

○議長（桑原）説明員入替えのため、暫時休憩をいたします。再開は10時10分。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前 ９時５９分 休憩 

午前１０時１０分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。一般質問を続行します。12

番、岡田議員。 

○１２番（岡田）12番、岡田です。４問、質問をいたします。 

まず、尾崎川の浸水対策について。近年の地球温暖化の影響か、毎年の豪雨で、堀川

町にある尾崎川の水位が上昇して、海田町の30パーセント、40パーセントが浸水をし、

道路の冠水や床下浸水は毎年のように起きております。この解決が緊急の課題となって

おります。県は2002年に尾崎川整備計画を策定をいたしましたが、長らく放置してきま

した。ようやく広島市矢野にあります尾崎樋門に新たに現在の排水ポンプの能力毎秒９

立法メートルから３倍の28立方メートルに向上させる排水ポンプ場の建設が決まりま

したが、工事開始は来年、令和の８年で、完成予定は令和21年、2039年と14年も先です。

この間、工事を遅らせることなく、着実に進めることを求めます。しかし、県西部建設

事務所の担当課は、県も新排水機場整備に注力するが、沿線地域の冠水問題を完全に解

決するには、海田町、広島市においても、自らが管理をする尾崎川に至る排水設備に雨

水が滞留し内水氾濫を起こさないよう施設の整備・改善を行っていただきたい。今後、

新排水機整備事業とあわせて、海田町、広島市と整備を進めていきたい、としているが、

内水氾濫を防ぐための整備計画はどのようになっているのかお示しください。また、完

成は15年先ですので、この間可動式ポンプなどで暫定的な排水対策を求めますが、町長

の見解をお示しください。 

２番目に、生活保護利用者世帯の酷暑対策について。総務省の発表によると、令和６

年から過去３年間の５月から９月までの熱中症で搬送された人数は、令和４年には７万

1,029人、令和５年には９万1,467人、令和６年に９万7,578人と増え続け、令和６年は前

年よりも6,111人も多くなって、6.7パーセント増加をしました。昨年は、平成20年の調

査開始以来最も多い搬送人数になっています。気候変動で健康影響を研究をする東京大
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学の橋爪教授によれば、暑さで増える病気は、熱中症だけでなく、心筋梗塞や糖尿病な

ども、悪化して死亡する可能性があると指摘をしております。橋爪教授は、エアコンの

使用をためらわないでほしい。行政による費用補助など、社会的なサポートも必要、と

訴えております。体温調整機能が低下している高齢者や持病のある人、幼児などは特別

な配慮が必要です。海田町のホームページでも、熱中症予防として、使ってみて！クー

リングシェルター、クーリングシェルターとは、誰でも暑さを避けられる涼しい場所の

ことです。熱中症特別警戒アラートが発表された際は、町民に開放されます。海田町で

は７か所が登録されています、など、町内７か所の施設を利用することを呼びかけられ

ています。そこで、生活保護世帯の酷暑対策についてお尋ねをいたします。海田町の生

活保護世帯149世帯のうち、エアコンのない世帯はどれぐらいあるかお聞きをいたしま

す。２番目に、近年の記録的な猛暑に伴い、熱中症による健康被害の増加が懸念をされ

る中、生活保護世帯の個々の状況に応じた熱中症を予防するため、ケースワーカーが家

庭訪問する際に、エアコン設置の有無やその必要性を認め世帯の家計状況や健康状況な

どを聞き取る実情把握はどのようにされていますか。３番目に、お金がないという経済

的理由によってエアコン使用ができない状況を見過ごすことは、憲法25条の生存権の侵

害になると思います。町長の認識をお聞きいたします。４番目に、物価高騰が続き電気

代が値上げをされる一方で、安倍政権下の平成25年から27年にかけて、生活保護費が最

大１割も削減をされました。電気代が心配でエアコンが使えないという世帯もあります。

生活保護世帯や住民税非課税世帯に、新たな電気代の補助を行うべきと考えますが、町

長の認識をお聞きいたします。 

３番目に、ＰＦＡＳの汚染対策について。国の暫定指針である１リットル当たり50ナ

ノグラムというのは、10億分の１ですが、瀬野川からも検出されたことで、海田町も定

期的に水道水の検査をされた結果をホームページで公表されております。この有機フッ

素化合物ＰＦＡＳの一部には、発がん性が疑われることや免疫力低下、乳児への影響も

あるなど、専門家の間で議論が交わされております。最近の研究では、ＰＦＡＳの一種

のピーエフヘキサエスの血中濃度が高いと、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まる可能性

や、動脈硬化を抑える善玉コレステロールの低下や脂質異常症との関連性が示唆された

という報告もあります。海田町では、有機フッ素化合物ＰＦＡＳの検査結果が国の暫定

目標の50ナノグラム以下なので血中濃度検査などはしないということですが、アメリカ

では、健康被害が懸念される中、ＰＦＡＳ、目標値は現在４ナノグラム、による地下汚



２０ 

染をめぐる訴訟で、アメリカ東部ニュージャージー州では、アメリカの大手化学会社デ

ュポンなどから補償金など21億ドル、3,100億円の支払いを受けることで和解したと発

表されました。アメリカやヨーロッパでは、2,000年頃からＰＦＡＳが社会問題化し、訴

訟が相次いでいますが、一つの州の和解金としては過去最大規模だったそうです。瀬野

川流域に住んでおられる方々の有機フッ素化合物に対する不安が広がっております。そ

こで最低限の対策として、河川、地下水、井戸水、湧き水、ため池など、公共用水地域

について検査を徹底し、結果を公表し、必要な対策を講じること。土壌汚染の調査を実

施をすること。この間、研究活動の進展でＰＦＡＳ汚染と健康リスクに対する影響が明

らかになっております。希望する住民に血中濃度検査を実施をし、健康影響への対策を

講じること。これらの対策が実行できるよう、関係自治体と協議を急ぎ、県による財政

支援を要請をすること。このことについて町長の見解をお尋ねをいたします。 

４番目に、自治会活動の支援について。最近、全国的な傾向かもしれませんけれども、

自治会活動も役員の成り手不足や自治会からの脱退で、以前のような活動ができない状

況にあります。自治会の存在の影が薄く、マイカーとコンビニ、ＳＮＳがあれば、隣人

との付き合いが不要と思われることも多いのが現実です。しかし、多様な役割を住民の

みんなで協力し合って担うことで、お互いの負担をならして、無理なく役割を果たし合

える関係をつくることが重要です。例えば、パソコンの操作の得意技で役割を担う人も

あれば、住民の誰もができるようなことは、みんなで少しずつ担当する。つながりとは、

役割をお互いに分け合うことであり、それが地域で生きる活力を生み出すことにもなる

とされております。行政職員や専門的なアドバイザーによる支援体制づくりは、今後の

自治会活動についての進展で重要になると思われます。このようなことができないかお

尋ねをいたします。以上です。 

○議長（桑原）竹野内町長。 

○町長（竹野内）それでは岡田議員の質問に御答弁をいたします。１点目の尾崎川の浸水

対策についての質問でございますが、これまで一般質問等で御答弁しておりますとおり、

尾崎川の浸水対策は、尾崎排水機場の整備が完成しなければ抜本的な解決になりません。

現在、尾崎川周辺地域において道路冠水等が発生している主な要因は、尾崎川の水位上

昇により水路からの排水が滞るためであり、尾崎川の水位が低い状態では、町が管理す

る雨水幹線等が氾濫する状況は確認されておりません。二級河川尾崎川水系河川整備計

画に沿った整備と早期完成に向けては、事業主体である広島県だけでなく、国にも後押



２１ 

しを要望しており、引き続き、議会にも御協力をいただきながら、時期を捉えた要望活

動に取り組んでまいります。なお、尾崎排水機場が完成するまでの間は、浸水被害軽減

の観点から、河川に堆積した土砂等の浚せつの実施とともに、えっ水や道路冠水の恐れ

がある場合は、国や県が保有するポンプ車出動に特段の御配慮をいただけますよう、広

島県に要望してまいります。 

続きまして、２点目の生活保護利用世帯の酷暑対策についての質問でございますが、

一つ目から三つ目につきまして、まず、生活保護は、日本国憲法で保障された生存権の

理念を実現するための制度であると認識をしております。町のケースワーカーによる生

活保護世帯への定期的な家庭訪問により、生活状況や健康状態、就労状況等を確認して

おり、エアコン未設置世帯が６世帯あることを把握をしております。近年、夏の猛暑対

策としてエアコンの必要性が高まっており、国は、生活保護受給開始時に、生活に必要

な家具、什器などがない場合などで、高齢者、障がい者、小児など、熱中症予防の必要

性が特に高いと認められる世帯には、７万3,000円を上限にエアコン購入費用の支給を

認めているところでございます。また、受給開始時に支給要件に該当しなかった世帯に

も、毎月の保護費の中から購入費用を積立てられるよう、家計管理に必要な助言指導や、

広島県社会福祉協議会が窓口となって実施している生活福祉資金貸付制度の利用など、

各世帯の希望に応じた必要な相談や支援を行っております。四つ目につきまして、熱中

症リスクが懸念される中、エアコンを適切に使用してもらうための支援といたしまして、

国において、電気・ガス料金の負担軽減策を７月から９月にかけて実施されているもの

と承知をしております。 

続きまして、３点目のＰＦＡＳ汚染への対策についての質問でございますが、広島県

が令和３年度以降毎年実施している瀬野川の日浦橋での水質調査や、本町の水道事業が

令和５年10月以降３か月ごとに実施している上水の水質検査のいずれにおきましても、

国の目標値を下回っていることを確認しており、議員御提案の追加調査や血中濃度検査

を実施することは考えてございません。 

続きまして、４点目の自治会活動の支援についての質問でございますが、自治会長や

役員の方々から相談を受けた際には、個々の内容に応じた適切な支援を行っているとこ

ろでございます。具体的には、自治会の回覧文書の作成支援や、大学が開発したアプリ

を活用した電子回覧板への移行支援、運営方法の助言から会計帳簿の具体的な記載例の

提示まで多岐にわたります。本町といたしましては、可能な限り柔軟かつ丁寧な対応を
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心がけているところでございますが、議員御提案の体制づくりに関して、自治会の意見

をお伺いするなど、情報収集に努めてまいります。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）再質問させていただきます。まず尾崎川の浸水対策なんですけれども、

この尾崎川の水位が上がるから内水氾濫を起こすという認識だと思うんですけれども、

水位を、あそこの三角池の水位を下げたらいいということが書かれとると思うんですけ

れども、今までずっと、過去に堀川町のほうとかがつかるわけなんですよね、道路冠水

とか床下浸水。こういうときには、やはり水位を下げるような努力いうんか、実際に下

げられておったんですかね。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）水位を下げる一つの目的として堀川ポンプ、これは尾崎川の水位を

確認しながら町のほうで管理してるポンプですので、町のほうで行っております。で、

その他のものにつきましては、当然、県の尾崎川のポンプ、これが稼働するような、事

前にですね、大雨等が降る前に、事前に稼働して水位を下げる、こういった努力はして

いただくように適切な管理を行っていただくということで、水位を下げとる状況でござ

います。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）それができないから、あそこの道路が冠水したり、ずっと蟹原のほうも

冠水をするということなんです。それは御存じだと思うんですけれども、それで、尾崎

川のポンプを増強するといっても、もうちょっと先のことで、そのときに例の県の担当

の部署の方は、県もあそこにポンプを、大きなのをつけるけれども、それと同時に、今

の海田町や広島市でも、この内水氾濫か、そういうことを防ぐために整備をしてくれと、

水路の整備をしてくれということを言われとるんですけれども、その辺がどうなっとる

んかというのをお伺いいたします。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）はい。これ、具体的に通告書の中に、西部建設事務所と書かれまし

たので、確認をいたしました。で、尾崎川流域は、海田町が主に、広い面積でございま

すが、広島市域のほうもございます。で、具体的にどこなんかっていうのはちょっと伺

わせていただいたんですけど、道路改良、中店小学校線、ひまわり道路の先の矢野区域、

あの区域がまだ整備が終わってない。あそこが低いんで、あそこが道路の整備、道路改
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良が終わったら、内水による氾濫については解消されるということで話をしたと伺って

おりますので、海田町域について、今のところ、町にしても県にしてもですね、外水由

来の、先ほど言いました尾崎川に由来する内水氾濫ということで確認しておりますので、

そういうところで、町として早期にやらなくちゃいけない部分があるというのは、今の

ところない。町のほうは、雨水整備計画に基づいた整備を進めていくということで話を

しております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）矢野のところは、水路がどういうんですかね、かさ上げいうんか、ブロ

ックで高く、浸水をするから、道路が冠水をするから、水路を高くするようなことでず

っとやっておられるんですけどね。で、やっぱり水位が上がったら、海田町でも水路が、

はけ口があるんですけども、あそこよりも水位が高くなると、そうしたら水が出ないわ

けですから、内水氾濫を起こすという状況になると思うんですよ。それを解消するため

には、やはり、この、あそこのポンプを増強するだけでは駄目だから、海田町でそうい

うことを、整備をしてくださいということだと思うんですよね。この言い回しはね。だ

から、その辺のところを、海田町ではどのような整備をするんか、計画があるんかとい

うのをお尋ねしたいんですけどもね。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）以前も答弁、いろんな質問の中で答弁させていただいたと思うんで

すけど、尾崎川の護岸のところにつきましては、張出し歩道のところに止水壁と、あと、

逆流防止のための弁、フラップゲートなどをつけて、町でできることはできる限り対応

させていただいておりますので、町としましても県としましても、今認識的には、尾崎

排水機の早期整備、これが最重要課題であると認識しております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）確かにそうなんですけども、それはまだ14年先か。そういうふうになっ

てるんで、その間どうするんかということで、以前、４、５年前ですかね、尾崎川の水

位が上がって、堀川町のほうがつかって、そのときに海田警察へ行く、明神橋から海田

警察へ行く２号線のアンダー通って行くところがあるんですけども、あそこに冠水をし

て、通行止めになったことがあるんですよね。で、もちろん尾崎川がもう浸水しとるか

ら、もうあそこも通れんということで、極端に言うたら、海田警察へ行けないという状

況があったんですよね。で、そのときに当然、あそこの堀川町のポンプもフル稼働した
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と思うんですけれども、それでもやっぱりあそこが通行止めに、アンダーいうんか、あ

そこが通行止めになると、そういう状況が続くということで、もう、これを解消せにゃ

いけんということなんですけども、今のままだったらなかなか解消できんと思うんです

けどもね。今のやはり、海田警察に冠水して行けんようなことは、それはあっちゃあい

けんわけですからね、当然。その辺のところはどういう対策をされるつもりなんでしょ

うかね。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）今言われる海田警察のところにつきましては、尾崎川の最上流域に

なります。で、恐らくおっしゃられるのは、そこにポンプをつけてはどうかという御質

問ではないかと思いますが、町のほうも、先ほど言った止水壁とか、フラップゲートを

つけるときに、いろいろ検証、シミュレーションしてみました。ただ、最上流域ですの

で、幾ら、例えば、その瀬野川に出す、排出するとかとしましても、確か１トンポンプ

を増強しても、１センチあるかないか、水位が下がるかないかというところで、要する

に下流域に対策を講じるのであれば、幾らかの効果はあるんですけども、上流域でやる

っていうのはほとんど効果がないというところから、まずは尾崎排水機の早期整備、加

えまして議員さんの通告書にありますように、県とか国の持たれているポンプ車、これ

の優先的いうか、出動に対して、特別な配慮をいただくように要望して、適切な管理、

浸水の軽減に図っていくという対策をとっていくようにしております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）しつこいようなんですけどもね、それは14年ぐらいかかるわけでしょう。

このずっと計画どおりいったら、その間どうするんかということなんですよね。今の県

の言う尾崎川に、海田町の尾崎川にかかる水路、それを整備をしてくれということだと

思うんですけど、それは、それは違うんですかね。海田町に対してそういう整備、海田

町も整備をしなさいよというのは。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）ちょっと話が逸れるかもしれないんですけど、まず尾崎川、これが

容量が足りないところに向けて、町の水路を整備、早期に整備する。これも内水氾濫の

とき必要なんですけど、尾崎川から負荷が当然整備すると、一気に尾崎川に水が流れて

きますんで、尾崎川に負担がかかります。で、そういったところを調整じゃないんです

けども、協議しながら、本来整備して行くべきところなんですけども、町も内水氾濫を
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整備しなくちゃいけないいうことで、幹線水路について整備してきてございます。で、

その中で、町長答弁にございますように、一般質問等で答弁させていただいたように、

尾崎川に負荷がかかるものを、河積、要は河川断面を大きくするために、堆積しとる土

砂、ヘドロについて撤去していただくようにも、その辺を、適切に河川断面を確保して

いただけるように要望して、この度もこの夏休みの間に県のほうでヘドロの撤去をして

いただいているところでございます。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）この前、いつだったんですかね、８月の９日、10日か、結構雨が降って、

海田町でも避難指示３が出たときに、あそこの三角池の水は、結構、水位は、こっちの

矢野側に比べたら下がっとったんですよね。そういう状況がずっというか続いとったら、

尾崎川の水位も下がってましたからね、海田からの水路から出るところよりも、かなり

下がって、水路が出とったんですよね。そういう状況が常に、大雨が降ったときにも、

そういうような状況だったらいいんだけども、それが、そういう状況じゃないけえ、今

まで、何年に１回か、あそこの堀川町のほうがつかると。止水板いうても、あの止水板

でしょう、ひまわりプラザのあるところの歩道にある。あそこ歩道があるんだけども、

歩道いうんか橋があって、そこに止水板が置いてあると。ああいう感じの止水板のこと

だと思うんですけれども、それでは、まあ、あの止水板はちょっと前からあそこへある

と思うんですけども、何年か前からね。それは対応できんけえ道路が冠水をしていくと

いう状況がやっぱりずっと続いて、これからも、このままでいったら続くと思うんです

よね。それをどういうふうに、海田町として、そういう被害がないようにするんかとい

うのを、ずっと今までいろんな方が問いただしておるんですけれども。だから、根本的

には、14年ほど待ってくれと、それまで我慢してくれと。浸水しそうだったらポンプ車

でどんどん出すという、こういう状況ということでいいんでしょうかね。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）繰返しの答弁になるとは思いますが、今現況できることを、町とし

て、最大限、要望なり対応なりをしていく。これによって浸水被害を少しでも軽減させ

ていただく。あわせて、今の尾崎排水機の早期要望について、町としても国へ働きかけ

たりであるとか、県にも要望する。その中で現在、国のほうも、議長、町長はじめ議員

さんの皆さん方に、昨年度、内閣総理大臣のほうに要望に行った結果、国としても、尾

崎川の整備について、注視、注目をしていただいております。その中で予算もつくよう
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な手法についてアドバイスをいただいたりとか、国から県に対してですね、していただ

いておる中でございますので、これは引き続き続けていく中で、我々は正式に整備完了

時期というのはまだ回答いただいてないんですけども、１日でも早く完成していただく

ように要望してまいりたいと考えております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）ちょっと不思議に思うんです。この尾崎川整備計画ができたのが、県が

作ったのが、2002年なんですよね。もうだから、何年前ですか、二十三、四年前ですか

ね、で、その間、ずっと、何もせんかということはないんだけど、これ整備計画を作っ

て、それから、来年ようやく工事と。で、更に完成はまたもう少し、14年、2039年か、

そういうことになったら、計画を作って、そして完成まで、計画どおりいっても、三十

四、五年かかるということなんですよね。その間もずっと、それ以前もそうだったけど

も、その間もずっと浸水をしたり、海田町の、結構広範囲が浸水をするという状況がず

っと続いとるんですよね。これに対してやはり、もうちょっと待ってくれと、あそこポ

ンプ場ができるまでいうことで、町長にお伺いするんですけど、これで、いいんですか

ね、こういう状況で、もうちょっと、もう10年先でも、こういう状況だから我慢してく

れというのを、どういうふうに思われます、町長は。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）申し訳ありません。答弁の繰返しになると思うんですけども、町と

してできるところとして、執行部だけでなく、議員さんとともに町長のほうも、各関係

部署に要望に行っていただいております。で、そういったところで、国からも、尾崎川

のほうが、広島県の尾崎川のほうが重要な案件であるということは認識いただいており

ますので、こういった努力を続けていく中で早期完成を目指していくところで、町長、

執行部もですけども、議会の皆様とも御協力させていただきながらやっていく。これが

今の町でできる最大限の努力でないかと考えております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）言われることは分かるんですけどね、早期完成いうても、今の計画だっ

たら14年先でしょう。それが14年先が早期完成になるんかどうかいうのは、どう見ても

その間、やっぱり何回かつかったりなんかすることがあるんですからね。それはやっぱ

り、町としてそういうことを極力防ぐような、町としてできることをせにゃいけんと思

うんですけれども。今のままでいいという答弁じゃ、ちょっと、町民の人に対してもね、
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もうあと十何年待ってくれということは、なかなか、実際に被害を受けるわけですから

ね、言えるような状況じゃないんですけどもね。もう一度その辺のところを、何かこう、

方策いうんか、があるんじゃないかと。今のままでずっと手をこまねいて、完成まで待

つということでは、ちょっと、具合悪いんじゃないかと思うんですけどもね、その辺の

ところお願いいたします。 

○議長（桑原）はっきり。はい、建設課長。 

○建設課長（早稲田）はい。おっしゃられるとおり、少しでも早く事業効果があらわれる

ように、今、県とも協議さしていただいてる中で、三つのポンプ、今、28トン、9.3トン

ずつの三つポンプをつける形になっておりますが、これを段階的な、１基でも先に２基

でも先にできないかという段階的な整備も含めて、検討もしていただいております。で、

この工事はかなり大きな工事になりますので、現在、今年度来年度にかけては、自衛隊

の敷地の中にある水路、これの移設をまず行う。これまでも用地の獲得、取得であると

か、そういった段階を追って進めていかないと、いかんせん、ここだけポンプだけつけ

ればいいというものでございませんので、そういったところを、１日でも早く早期に、

１年１日でも早く、早期に整備していただけるように、町としてもいろいろと協力させ

ていただきながら、要望、あるいは、そういった町として協力できることは進めさせて

いただきながら、完成を目指していきたいと考えております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）ちょっと分からなかったんですけど、今、９トンのポンプを３基つける

と、順番につけていくみたいなことだったんですが、それは極力１基ずつでもね、早く

お願いいたします。それと、今の可動式のポンプですよね。そういうものを、やっぱり

こう、国や県が保有する可動式のポンプを特段の配慮をいただけるようにと、特段の配

慮がなかったら、どういうん、出してもらえないという感じなんですけれども、例えば、

特段の配慮が、特段がなくても、水位が、今、天気予報で分かるわけですからね、水位

が上がったそのときに、ポンプを出してくれと、よし分かったという感じにはならんの

ですかね。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）ちょっと細かい話になりますけども、国に関しましては、中国地方

５県について、例えば死者が出るような大雨が降っとる、とかいうところを、事前に天

気予報等を含めて、配置、配備、廃車について検討される。で、県につきましても、西
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部建設事務所管内の中で、どこが危険かというところで、ポンプ車の配車をしていただ

くというのをマニュアル化されとると伺っております。で、まず第一前提として、尾崎

川の水位を下げるというのは、晴天時のうちにできますので、そこらはもう大雨降ると

いう予報がある場合は、県のほうで、尾崎排水機を、ポンプを回して、水位を下げてい

ただくと。で、そのあと、雨が降りまして、水位が上がってきたときに、優先的にポン

プ車を出動していただくように特別の配慮をお願いしているところでございます。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）今までも、尾崎川が浸水いうんか、道路に冠水するようなときに、そう

いうことはされとったんじゃないです。例えば雨が降るよ、大雨が降るよいうなときに

も、事前に水位を下げるように排水をしていくとか、そういうことはされとらんかった

んですかね。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）それは当然に、尾崎川の水位については、雨が降る前に水位を下げ

ていただくっていうのは、適切に管理いただいているところでございます。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）いや、それだったら、水位を下げたらつからん、あそこらは道路の浸水

とか何とかがないような感じがする、今の説明だったらね。水位を下げてあるから、そ

れ以上の雨が降ったということなんでしょうかね。 

○議長（桑原）簡素に。建設課長。 

○建設課長（早稲田）はい。尾崎川の整備計画というのは、今の現況の能力が不足してい

るものに対して増強するものでございますから、大雨が一気に降ってしまうと今の能力

を超えとるいうことなんで、冠水しておる状況でございます。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）そのときにやっぱり、可動ポンプいうても、順番があるんでしょうかね、

ここだけじゃないから。そのときに、尾崎川に可動ポンプを配置するいうか、それがそ

んなに、ほかのところに比べて高くはないと、順番がね、高くはないと思うような気が

する、ほかのところもまだまだありますからね、いろんな所がね。高くはないと思うん

ですけれども、これをポンプの台数もあるんでしょうけどね、やはりあそこに極力配備

をしてもらうようにお願いをいたします。 

それとですね、次に生活保護世帯の酷暑対策なんですけれども。エアコンの未設置が
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６世帯ということで、パーセントで言うたら、広島市はものすごく生活保護世帯人数が

多いんですけど、パーセントで言うたら同じような感じじゃないかないうふうに思うん

ですけれども、それで、熱中症予防の必要性が特に高いと見られる世帯には７万3,000円

を上限に購入費用の支出を認めているところですと、支出を認めているということが海

田としてあるんですけれども、この支出を認めているいうのは、いわゆる給付とはまた、

その生活保護費の中から払ってくださいよということでしょうか。 

○議長（桑原）社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田村）生活保護費につきましては、国の基準に基づき支給することにな

っておりまして、エアコンの設置につきましては、家具什器費として、生活保護費とは

別に見れることとなっております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）それは、１世帯１台ということなんでしょうかね。例えば、部屋が２部

屋あるとか、今ものすごく暑いから、もう１部屋欲しいとかいうときは、２台目という

んですかね、そういうのは対象にならないということですか。 

○議長（桑原）社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田村）購入費の上限額が７万3,000円となっておりますので、その範囲内

での購入となります。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）今のこういう熱中症対策で、ケースワーカーの方がいろいろと回られる

と思うんですけども、そのときに、暑さ対策とか、このようなことをしなさいとかいう

対応いうんか、助言というか、そういうことはケースワーカーの方が訪問されたときに、

そういうのも項目の中にされておるようなことになっとるんでしょうかね。 

○議長（桑原）社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田村）ケースワーカーが家庭訪問する中で、エアコンを持っている方に

つきましては適切なエアコンの使用について助言させていただいておりますし、エアコ

ンがない家庭におきましても、水分補給、適切な水分補給をすることなどとか、クール

シェルターの案内ですとか、保冷剤とか、冷たいタオルなどで体を冷やすといったよう

な助言のほうもさせていただいております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）ちょっと、関連になるんですけども、クールシェルターのことで。海田
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町はクールシェルター、公共施設７か所ということで、ホームページやなんか載っとる

んですけれども、例えば広島市だったら、ドラッグストアとか、そういうところも指定

をしとるんですよね。海田町はこの公共施設だけで、そういうとこの指定いうのは、ど

ういうふうに考えておられるんですかね。 

○議長（桑原）それ、ちょっと通告から離れてませんか。はい。変えてください。 

○１２番（岡田）クールシェルターのことが、通告に書いてあるんですよね。 

○議長（桑原）通告。ありますか。これは生活保護世帯に関しての話ですから、ちょっと

質問変えてください。岡田議員。 

○１２番（岡田）それではね、今の生活保護世帯や、住民税非課税世帯、この方も結構お

られると思うんですよね。こういう方に対しての電気代の補助とか、こういうのは考え

ておられるんでしょうか。 

○議長（桑原）社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田村）町長の答弁でもございましたが、国の物価対策により電気・ガス

料金については負担軽減策が現在実施されておりますが、国の追加の物価対策につきま

しては、具体的な内容や財源措置等、具体的に現在示されていない中で、単独での支援

というのは、ちょっと難しいかなと考えております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）それで、まあ、保護世帯が149世帯いうことだと思うんですけども、この

住民税非課税世帯いうのはどれぐらいおられるんでしょうか。分かりませんか。 

○議長（桑原）町民生活部長。 

○町民生活部長（丹羽）すいません。資料は持ち合わせておりません。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）今ここにないということでしょ。ここにないということで、また後でお

願いいたします。 

それとあと、ＰＦＡＳのことなんですけれども、血液検査とかそういうものはしない

ということなんですけれども、今、全国的に、結構この問題、大きな問題になっとるん

ですよね。いわゆる産業廃棄物のようなところから出てくるとか、あるいは多分、この

辺だったら、あそこの八本松の米軍のところだと思うんですけれども、あそこらでもも

のすごく高い数値が出とるわけなんですね。それに対して、今、海田町は12ナノグラム

とかいう、検査値で、暫定基準の50ナノグラム以下だから、検査とか血中濃度とかしな
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いということなんですけれども、今の先ほど言ったように、ヨーロッパとかアメリカで

はいろんな問題が出て、アメリカでは50ナノグラムが、そういう問題があるから、４ナ

ノグラムに下げると。そして規制を、基準を下げて、厳しくするということになっとる

んですけれども、日本ではまだそこまで行ってないんだけども、問題は、今の検査をす

るといっても、検査費用は、１検体当たりいうんか、４万円とか５万円とか、そういう

範囲になるらしいんですけれども、このことについて、町単独ではなかなか難しいんか

もしれんけれども、県とか国にこういう対策をしてくれと、そういうことを要望をする

ようなつもりはありませんか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）恐れ入ります、答弁の繰返しになりますけれども、現在、国の

示す値を下回っていることから、改めて何らかの措置ということは、現在のところは考

えておりません。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）例えば今ほかのところでも問題になっとる、水道水だけじゃなくて、土

壌汚染ですよね。そういう調査をすることは考えておられないでしょうか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）はい、考えておりません。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）今この問題はですね、まだまだ科学的に解明できてないから、調査をし

ないとか、検査をしないとかいう格好になっとるんですけれども、因果関係が十分に証

明されてなくても、潜在的なリスクに備えるということで、予防原則に基づくこういう

評価が、しなければならないということになっとるんですけれども、それで、いろいろ

なところで、これ世界的な問題ですからね、日本だけじゃなくて、アメリカとかヨーロ

ッパでも、そういう問題が深刻になっておるということですから、町でどうこういうこ

とはできんけども、やはり、県に要望すると。で、知事も東広島の市長も、国へ行かれ

て要望されたりなんかしとるんですけれども、町としてもやっぱり県に、町で国へ行け

というんじゃなくて、町で、県に、海田町でもこういうことがありますよと、調査をし

てくださいとか、あるいは検査の費用を助成をしてくださいとか、そういうことを言う

ことは考えておられないでしょうかね。 

○議長（桑原）町民生活部長。 
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○町民生活部長（丹羽）これまでも何度も答弁させていただいておりますが、我々、国が

定める目標値が、これはまだ危険だと主張できるほどの科学的知見を持っておりません。

これをもちまして、県や国へ要望する考えはございません。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）この問題はですね、今、県やなんかがホームページで数値を公開してお

るんですけれども、瀬野川の上流のほうへも、月によって変動があるんですけれども、

６月には4,800ナノグラムという桁違いのような数値が出とるところもあるんですよね。

で、瀬野川のほうでも結構な高い数値が、50ナノグラムという、こういうな低いレベル

じゃなくて、1,000とか2,000とかいうレベルで出とるんですよね。数値がずっと一定は

しとらんのですね、上がったり下がったりしてずっといきよって、そういう中で、今の

健康被害とかなんかがものすごく心配をされると。で、すぐにこう、影響があるという

感じじゃないんですけれども、今の心筋梗塞とか脳梗塞の可能性が高いと、あるいはい

ろんな糖尿病のあれとかいうのがあるんで、やはり将来的に非常に危険なことなんです

よね。だから、第２の水俣病とか言われるんですけれども、やはり県とかそういうとこ

ろと、こういう問題、連携をして、そして海田町に限らず今、広島県でもいろんなとこ

ろで検出、数値が出とるんですよね。だから、町としても、県と一緒に協力をして調査

をするとか、そういうことをしてもらいたいんですけれども、もう一度お願いいたしま

す。 

○議長（桑原）町民生活部長。 

○町民生活部長（丹羽）確かに高い箇所も県内にはございます。しかしながら町内におき

ましては、この目標値を超えるような値は検出されておりません。これまで答弁させて

いただきましたように、このような状況の中で、要望とか検査とか、そういうことを実

施する考えはございません。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）本来これは、自然界にはない物質ですので、ゼロでなけらにゃいけんの

ですよね。ゼロでなけらにゃいけないのが、やはり、数値が出とるということ自体が、

これは、何らかの瀬野川の上流のほうの影響じゃないかと言われておるんですけれども、

やはりゼロでなけりゃいけんものが数値が出とること自体が問題だと思うんですよね。

だから、基準値いうてもこれは、厚生労働省がこういう確たる理由があって50だという

もんじゃないですからね。あくまで暫定基準なんですよね。だから、この暫定基準下回
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ってるからいいんじゃないかという問題じゃなくて、アメリカなんかは、暫定基準ずっ

と下げたんですよね。やはり、何かあったときに訴訟されるということで、企業として

もものすごく賠償金を取られるということで、下げて出さなくするということになっと

るんですけれども、やはりもう一度ね、こういうあってはならないものが検出されてお

るわけですから、この辺のところをよく考えまして、やっぱり県とか何かにね、要望す

るようにお願いをいたします。調査とか血中濃度とかね、そういうのを、今、県でもそ

ういうことをやっておりますからね、お願いをいたします。 

それと、あと自治会のことなんですけれども、今、どこもそうなんだと思うんですけ

ども、なかなか、高齢化になって若い人が入らないということで、若い方にお願いしま

すと言っても、そりゃあ、お母さんがやっとったからお父さんがやっとったからまたお

願いします言うても、それは知らんよという感じなんですけどもね、やはりそこら辺の

ところをね、やはり、じゃ、やっぱり地域のコミュニティとか、それいろんな関係があ

りますからね。実際にそういうふうに地域でまとまってやったら、町としてもいろいろ

なことがやりやすい、行政、やりやすいと思うんですけれども、やはり、支援員いうん

ですかね、そういう方を養成してもらっていう思いがあるんですけれども、なかなかそ

れは、昨日の答弁でも難しいということだったんですけれども、やはり、町の活性化い

うんか地域の活性化、そういうのも、やはりものすごく重要になってくるんですよね。

特に若い方と高齢者の連携いうんか、つながりいうんかね、そういう地域の中でのつな

がりもものすごく大切になってくるんですけれども、そういうところで、町が何か対策

いうんか、施策いうんか、そういうことができんかということなんですけども、支援員

とかそういうすごくベテランいうたらあれなんですけど、組織をつくるのがうまい人と

か、そういう方おられると思うんですよね。そういう方を配置いうんか、相談いうか、

そういうことができないかということなんですけども。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）今現状におきましても、様々な相談ごとっていうのを自治会長

さん、役員の方、窓口にお越しいただいて、相談対応ということは、現在も常にさせて

いただいているつもりです。それで、例えばですけども、とある団体の例でいきますと、

コロナ禍以降、活動が停止状態で何とか再起動したいので、どうしたらいいかと、そう

いった御相談を受けた際には、まずは、役員を仲間うちで何人かお話しして御負担いた

だける方がいないか。そこを探ってみたらいかがでしょう、ということで、我々として
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は、次のステップで何をなすべきか、そして、更にその次のステップでどういった事務

処理があるのかといったことを、具体的な事例もお示しした上で、意識的には丁寧に御

対応させていただいているつもりです。御提案されている支援員ということですけども、

そういうことも手法の一つだとは思いますけれども、今現在の相談対応の体制で、十分

にといいますか、御対応させていただけていると認識しておりますので、これは、これ

からも継続していきますし、また何といいますか、案内する事項についても、もっとメ

ニューを増やせるように努力をしていこうと考えております。 

○議長（桑原）岡田議員。 

○１２番（岡田）町としてもね、いろいろと努力してもらっておるんですけれども、やは

りなかなか難しい問題がいろいろあるよう、どこもそうなんでしょうけどね、今から継

承していくいうんですかね、そういうもので、なかなか、難しいいうんか、なかなかう

まい具合いかないところもあるんですけれども、極力ね、協力をして、今でも協力して

もらっとるんですけどね、協力してもらえるようにお願いをいたします。  

あと、またちょっと、１問目の質問に戻るんですけどね、どうも尾崎川のね、あれが

どうもこの、しつこいようなんですけどね、どうも気になるいうんかね、やっぱり、あ

そこの堀川町だけじゃなくて、ずっとこの蟹原とか、幸町とか、東昭和とかね、あそこ

のほうもやっぱり同じような冠水になって、道路が通行止めになるということがずっと

随分ずっと続いておるんですよね。それをなるべく解消したいと。御存じだと思うんで

すけど、何箇所か、ずっと増えたら、コーンを立てて通行止めにしてあるという状況は、

ちょっと、それが例えば、極端にいうたら、10年に一回ぐらいだったら仕方ないかない

うことになるんですけど、２年に一回とか毎年とか、ひどいときには１年に２回３回と

いう状況なんですよね。そういう状況の中で、早く解消してもらいたいというのは、皆

さん、当然そう思うとるんですけども、それに対して、町はなかなか物理的にも何か難

しい、あそこができるまでということなんでしょうけども、それがまだまだあと十何年

先ということで、早くしてもらいたいということを要望いたします。で、再度、最後な

んですけども、本当にどうしたら、道路の冠水とか、結構広範囲になるんですよね。道

路の冠水とかしないような方策いうんか、があるんかいうのをお願いいたします。 

○議長（桑原）岡田議員。発言妨害するつもりはありませんけども、町は町として最大限

努力しております。国や県の仕事になっているわけですから、その、やはり予算がつか

ないと仕事はできないと。そこらがあと、やっぱり重要な問題なんで、町は本当に努力
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をしていただいておりますから、ここは御理解いただきたいと思います。答弁要ります

か。 

○１２番（岡田）答弁お願いします。 

○議長（桑原）はい、ほいじゃ。建設課長。 

○建設課長（早稲田）答弁の繰返しになるようで申し訳ありませんが、町といたしまして

も、できることを、要望活動を含めて、最大限の努力をさせていただき、早期完成に向

けて、目指していただくように要望してまいります。 

○議長（桑原）まだありますか。岡田議員。 

○１２番（岡田）町長はこのことについてどういうふうに思われておるかというのをお伺

いいたします。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）町長もですね、機会を捉えてですね、要望のほう、年に幾度と、西

部建設事務所、広島県、国、国会議員に対してしていただいております。こういった活

動が、今、少しずつ効果を発揮してきているところでございますので、引き続き、町長

のほうにも関係機関への要望を強くしていただくようにしてまいります。 

○議長（桑原）最後は１回だけですよ。岡田議員。 

○１２番（岡田）最後に、これは大きな、住民にとってもね、安全・安心なまちづくりと

いうことで、なかなか難しい問題かもしれませんけれども、最大限努力をするように、

町長にもお願いをしておきます。以上で終わります。 

○議長（桑原）説明員入替えがありますんで、暫時休憩をします。再開は25分。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１１時１３分 休憩 

午前１１時２５分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。一般質問を続行します。５

番、石橋議員。 

○５番（石橋）５番、石橋です。この度は３問について質問いたします。１、海田町の今

後について。10年後の海田町。海田町は大きな予算を使っての工事が、これから数多く

あります。優先順位を考えると、海田東、海田小学校の校舎建設と私は思います。この

２校の校舎は、先の町長も、庁舎よりも学校と言われていたくらい早急な手だてが必要
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です。しかし、待ってはいられない、雨漏りのする図書館、老朽化した東公民館と防災

施設の建設、引き続きやり遂げる必要のある（仮称）新畝橋もあります。そして、新駅

も含まれるのでしょうか。海田町の全体から見て、町長は、何から手をつけ、何をやり

遂げようとしているのか。まちに対する全体構想について、町長の意思が伝わってきま

せん。予算から考えますと、新規建設を前に、海田町が示した会計については、10年後、

このままでいくと、海田町予算減を示しています。このような状況にあって、町長は、

この難関極まる資産情勢をどのように采配し、海田町の財政難を立て直し、対応の秘策

をお考えですか、詳しくお考えをお伺いしたいです。また、海田町全体を見回していた

だき、建設の専門知識に卓越されている町長から見る海田町全体のまちの創造はどのよ

うなものか。まちを創るとは、まちの導線が必要だと思います。それについてはどのよ

うにお考えなのか。町のいうまちづくりとプロポーザルによるまちづくりの位置づけに

ついても併せてお伺いしたいです。 

大きく２、公共施設利用サービスについて。①海田公民館防音対策。織田幹雄スクエ

アは外装の見た目はよいのですが、公民館利用で、特に３階では、防音設備がなく、音

楽系などは練習中は、隣室から音が漏れて重なり不具合を感じます。これでは、利用料

を支払っている意味がありません。設計のときに分かっていたはずですが、なぜ防音設

備がないのでしょうか。これまで、利用者から不満が出ていることを御存じでしょうか。

今後、防音対策について、どのように考えるかを具体的にお聞かせください。②海田公

民館冷房暖房対策。室内は、利用者が100円１時間で冷暖房できます。廊下については、

２階３階は大型扇風機で対応していたり、扇風機がなかったりです。なぜ１階同様の冷

暖房対応がなされてないのでしょうか。経費削減のためなのか、ほかに特殊な事情があ

るのでしょうか。廊下の冷暖房は、利用者サービスについて、どのようになっているの

か、お聞かせください。③公共施設のコインロッカー設備。他市町大型施設には、利用

者コインロッカーサービスがあります。鍵を開けるとコインは返却されます。しかし、

海田町の公共施設、総合公園などには、そのようなサービスがありません。どのような

お考えで、コインロッカー利用者サービスは考えておられないのでしょうか。今後、コ

インロッカーの対応はどのようにされるのか、お考えをお尋ねします。④総合公園授乳

室設置。カーテンで仕切られた段ボールベッドと授乳室は、検討すると言われましたが、

どのように改善されましたか、もし前段階から改善されていない場合、おむつ替えの休

憩用のために、段ボールベッドを利用する意味はどこにあるのでしょうか。カーテンで
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仕切っただけの授乳室では、誰かに見られてしまう危険性があり、安心できません。授

乳者の不安を考えたことがあるのでしょうか。お答えください。また、今後どのように

するのかも併せてお答えいただきたいと思います。⑤海田町総合公園子どもの遊び場改

良と改善。近年、町外利用者の多い総合公園になっています。他の町外施設では、こど

も対応施設として、順次、園内を改良改善し、特にこどもを持つ家庭に対する利用者の

増員を図る策を講じております。総合公園は、こどもの遊び場が遠く、乳幼児にも配慮

が必要と思います。そこで、今は水の遊び場が閉鎖されているせせらぎ広場の改良と、

管理棟の芝の場所に、幼児が遊べる遊具などを設置してはどうでしょうか。これらの場

所は、トイレも近く、最適と考えるので提案し、利用者拡大を目指してはどうでしょう

か。以上、公共サービスについて改良と改善を提案します。 

大きく３、災害の碑。災害の碑設置について。平成30年西日本豪雨災害は、平成30年

７月初めに梅雨前線が日本付近に停滞し、台風第７号が北上して日本付近に暖かく非常

に湿った空気が供給され続け、大雨となりやすい状況が続いたため、西日本を中心に、

全国的に広い範囲で記録的な大雨となりました。広島県では７月３日から８日にかけて

の累積雨量は、多いところで676ミリに達するなど、７月の過去最大月間降水量を超えま

した。海田町では、このときの災害、災害関連死の方が、合わせて３名おられます。今

年度７月に、織田幹雄スクエアで慰霊祭がありました。設定された場所にも原因がある

かと思いますが、参加者がだんだん少なくなってきているのではないでしょうか。あの

とき、海田南小学校では、グラウンドに土砂が流れ込む被害もありました。各学校は、

臨時災害避難場所にもなりました。慰霊碑を造ることで、児童とともに継承し、大人も

こどもも皆で、災害について、改めて考えるきっかけにつながると思います。本年も日

本各地で線状降水帯が起こり、どこでも災害が起こり得ると考えてよいと思います。海

田町豪雨災害の教訓を忘れないために、町としての災害慰霊碑設置を提案したいと思い

ます。以上について答弁をお願いいたします。 

○議長（桑原）町長。 

○町長（竹野内）それでは石橋議員の質問の２点目の教育施設に関する部分は教育委員会

から、それ以外は私から答弁をいたします。 

１点目の海田町の今後についての質問でございますが、私のまちづくりに対する考え

方につきましては、町長選挙での公約や施政方針、また、現在検討中の第５次海田町総

合計画後期基本計画の中に新たな視点を取り入れるなど、場面や段階に応じて適宜表明
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をさせていただいているところでございます。その上で、まず、まちづくり全体の構想

につきましては、第一フェーズといたしまして、老朽化した二つの小学校の建替え、第

二フェーズといたしまして、中心拠点には、小学校の建替えに合わせ、今後のまちづく

りの核となる滞在型図書館の整備、地区拠点には新たな交通拠点になる新駅の設置を構

想してございます。また、東広島バイパスと接続する広島南道路明神高架橋区間が完成

すれば、広島市から東広島市がつながる広島都市圏の大動脈となる交通ネットワークが

形成をされ、交通の要衝としての本町の拠点性が更に高まるものと考えております。第

三フェーズとして、広島市東部地区連続立体交差事業が進捗すれば、海田市駅周辺エリ

アを中心に、本町の発展ポテンシャルが飛躍的に高まっていくことが予想されます。こ

うした各種大規模事業をまちづくりのエンジンに、中心拠点、地区拠点の２拠点と、都

市間をつなぐ鉄道、道路の交通軸のネットワーク化を図り、町全体の都市構造を活性化

させ続けながら、都市インフラ・生活環境など、ベッドタウンに求められる要素が高い

次元で調和する姿を目指しております。次に、財政収支につきましては、今後予定して

おります各種大規模事業の経費抑制や財源獲得、歳入・歳出両面での収支改善に向けた

対策の実施により、健全な財務体質を維持できるよう努めてまいります。次に、まちの

導線につきましては、単なるインフラの整備や交通手段の改善ではなく、地域住民の生

活の質の向上や地域の活性化、持続可能な発展を念頭に計画されるものでございます。

本町におきましては、畝曽田線や青崎畝線等の未整備部分が残る都市計画道路の計画的

な整備により、交通ネットワークの強化による沿道の開発ポテンシャルの向上を図り、

エリア全体の価値を高めてまいります。最後に、プロポーザルによるまちづくりの位置

づけにつきましては、議員御存じのとおり、企画提案型プロポーザルは、高度なスキル

や専門的なノウハウを伴う業務を外部に委託する際に使われる発注方式でございます。

本町におきましても、これまで様々な分野でプロポーザル方式を採用しておるところで

ございますが、いずれの案件につきましても、あくまで町の施策を具現化するための手

段として位置づけており、今後、同じ方式での採用に当たりましても町が主体となって

施策の方針を決定するという考え方に変わりはございません。 

続きまして、２点目の公共施設利用者サービスについての質問でございますが、三つ

目の公共施設のコインロッカー設備につきまして、これまで利用者から特段要望がなか

ったため、一部の施設を除き、コインロッカーは設置してございません。今後、施設の

特性や利用者ニーズ、費用対効果等を勘案しながら設置の是非について検討してまいり
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ます。四つ目の海田総合公園の授乳室設置につきまして、公園の指定管理者に確認しま

したところ、主に土日に数人が利用している状況でございます。その上で、まず、段ボ

ールベッドにつきましては、機能的には問題ございませんが、より快適な環境のもとで

御利用いただけますよう、来年度、ベビーベッドや同伴者の椅子などを設置する方向で

対応してまいります。次に、授乳室につきましては、可能な限り安心して授乳できるよ

う、個室とした上で、アコーディオンカーテンと布カーテンによる二重構造とするなど、

配慮しているところでございます。今後、新たに個室を設ける考えはございませんが、

より安心して御利用いただけますよう、利用者の御意見を踏まえ、必要な対策を行って

まいります。五つ目の海田町総合公園子どもの遊び場改良と改善につきまして、海田総

合公園につきましては、昨年度実施した民間サウンディング調査を踏まえ、民間事業者

のアイデアを積極的に取り入れた、より魅力ある公園づくりを目指し、今後の整備方針

を検討しているところでございます。議員御指摘の内容は、民間サウンディング調査や

公園利用者とのタウンミーティングにおいても同様の意見が出されており、今後、整備

方針を取りまとめる上で参考とさせていただきます。 

続きまして、３点目の災害碑についての質問でございますが、平成30年７月豪雨災害

の記憶を風化させず後世に伝えていくことは重要であると認識をしております。その手

法として、災害慰霊碑の設置も考えられますが、前段として、町民の皆様に当時の被害

を認識していただいた上で、ふだんから災害への対策を行い、いざというときに被害を

最小限に抑えるための日頃の備えの実行を重視しております。このため、７月６日の防

災の日に合わせた追悼献花や災害パネル巡回展を充実させるなど、より多くの町民が災

害を自分事として捉えられるよう、災害記憶の継承に関する取組の改善を図ってまいり

ます。 

それでは石橋議員の質問の２点目の教育施設に関する部分につきましては、教育委員

会より答弁をさせます。 

○議長（桑原）教育長。 

○教育長（森山）石橋議員の質問に答弁いたします。公共施設利用者サービスの１点目の

海田公民館防音対策につきまして、建設時は、旧海田公民館の利用状況や要望に対応し

諸室を整備したため、３階につきましては、特別な防音対策を施した仕様とはなってお

りません。開館後、地域住民の関心の高まりなど、利用者が増加する中で、活動によっ

ては、音楽やダンス等の音が隣室に漏れる状況があることは認識をしております。現在、
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貸し館申請時に大きな音が出る団体が先に予約をされている場合には、その旨を説明を

し、了承を得た上で、隣室を貸し出すとともに、各室の使用状況によって、大きな音の

出る団体は他階を御利用いただくなどの対応をしております。遮音壁の設置など施設の

防音対策には多額の費用もかかることから、利用者が施設を快適に御利用いただけるよ

う、今後も協力を求めてまいります。２点目の冷暖房対策でございますが、１階ホワイ

エにつきましては、利用者の方が気軽に利用していただけるフリースペースであるため、

空調設備を設置しております。各階の廊下部分は、主に利用者の方の通路であることか

ら、空調設備は設置をしておりません。廊下の暑さ対策につきましては、窓・扉の開放、

大型扇風機による換気などを引き続き行うことや、ロールスクリーンのこまめな開閉等

を行ってまいります。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）それでは、再質問をさせていただきます。１点目の海田町の今後について

なんですけれども、今、町長から、第５次海田町総合計画後期基本計画に新たな視点を

取り入れるなど場面や段階に応じて適宜表明させていただいているところだというふ

うにおっしゃられました。町長はですね、８月のコラムでも、10年後、誰もが憧れるま

ちをスローガンとしていると、センスの良いまちづくりをしたいんだというふうに言っ

ておられます。確かにこのコラムなどでは皆さんの対話を実施するとかいうふうに言っ

て、いい言葉を並べておられますけれども、私が心配しているのは、このようにしてど

んどんいろんな大きな予算を使っての工事がですね、数多くある。この建物を建てるだ

けじゃないんです。先ほど海田公民館の話が出ましたけれども、防音設備もあります、

空調もあります。そういうものが、内装、外装、設備と、新しいものを入替えたい、古

いものは使いたくなくて新しいものに入替えたいと願うでしょうね。予算について、備

品も含め、細かいところまで試算されて、この計画を、まちづくり、第一フェーズ、第

二フェーズ、第三フェーズというふうに言っておられますけど、これ、予算を立てると

きにですね、この全体を見て予算を立てられておられるかというところがお伺いしたい

んです。いかがでしょうか。 

○議長（桑原）財政経営課長。 

○財政経営課長（倉本）今後予定されております各種大型事業につきましては、それぞれ

概算を押さえた上で、それを見込んで予定しておるところでございます。 

○議長（桑原）石橋議員。 
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○５番（石橋）この海田町は大手企業が少ない海田町だと思っております。ありますよ、

大きなのもあります。でも中小企業が、個人の所得税が頼りではないでしょうか。個人

の所得税が今からですね、人口が５年後には減少傾向になると判断されておられますけ

ど、公共施設を次々に建替え、若しくは改築を余儀なくされている状況にあって、これ

を今、財政のほうで、概算をして、押さえて計画をしているというふうに言われました

けれども、結局は、住民の皆様に、長期にわたり借金を負わすことにはなりませんでし

ょうか。 

○議長（桑原）財政経営課長。 

○財政経営課長（倉本）公債費の償還という形で、一定程度の借金は負うことになると考

えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）この公債費の償還、どのくらい返していくような計画で立てられるんでし

ょうか。 

○議長（桑原）企画部長。 

○企画部長（脇本）７月の特別委員会のときに、事業費と、それに伴う公債費の推移はお

示ししたとおりでございます。それで、滞在型図書館を入れたもの、抜いたもの、両方

をお示ししまして、結構長いスパンでの見通しのほうはお示ししておりますので、ちょ

っと細かい数字は全部言うと、ここでちょっと何ですので、そのときの資料でお示しし

ているというとこでございます。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）これはですね、また、たくさんの高価なものが建っていく、少しでも軽減

策というものは考えておられますでしょうか。 

○議長（桑原）企画部長。 

○企画部長（脇本）特別委員会のときにあわせてお示ししましたけども、まず、そもそも

としての事業費の抑制ですね。はい。それから、次は、財源の内訳です。要は、一般財

源が、今持ち出しがすごく多いようなとこになってますので、それをいかに国庫補助で

あるとか有利な起債をとってきて一般財源を少なくするか、だろうと思っております。

それが後年度への負担も減らすことになりますので、それが重要だと思っております。

あとは、細かいことになりますけど、今ある事務事業の見直しであるとか経費の節減で

あるとか、稼ぐ力の強化であるとか、そういった普遍的な取組もあわせてやっていく必
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要があると、そういうふうに考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）軽減策を今おっしゃっていただきましたが、住民の公共的なサービスに逼

迫するようなことになって、一緒になって考えてもらうようなことになっては困るので、

今ちょっとその話をさせていただいたんですが、住民の皆様に、長期にわたり負担をか

けるということがないような施策っていうのを考えておられるかどうかをお伺いした

かったんですが。 

○議長（桑原）企画部長。 

○企画部長（脇本）例えば公共施設については、その使用年度が数十年に及びます。なの

で、世代間の負担の公平ということもあって、起債を借入れて、後年度に負担していく

という考えも当然ございます。ただ、昨日の一般質問の中でもありましたけども、それ

が過度にならないように、ハードとソフト、やっていかなければいけないので、そこの

バランスをしっかり見ながら、事業のほうを進めさせていただきたいと、そういうふう

に考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）バランス、それは大事なことだと思います。それではですね、ちょっと、

それはもう、この間、何回も、ほかの議員の皆様からもそんな話がずっと出てきており

ます。またですね、この、今、第一フェーズ、第二フェーズ、第三フェーズというふう

に、エリア的な形で、町のつくる導線についてお話をしていただきましたけれども、こ

れは、この町のために、エリア活性化が必要だと思うんですね。やっぱりその地区、そ

れを、つくることは大事なんです。今言われるように、老朽化した学校のこと、それか

ら、地区拠点で、まちづくりの核になる滞在型図書館とかそういうふうなことを言って

おられましたし、広島バイパスの接続する南道路とか、それから、海田市駅周辺の発展

ポテンシャルが飛躍的に高まっていくことがいいと。ここのところを言われますけれど

も、これっていうのは、導線っていうよりもですね、今その話から含めて、インフラの

整備とか交通手段の改善ではなくて、町長もおっしゃられるように、地域住民の生活の

質の向上や地域の活性化、持続可能な発展を念頭に入れて計画するものだというふうに

思っておられるということはすごく大事なことなんですね。やはりこの導線というもの

は、人を動かすものじゃなくて、動く動線と、私、聞かれたんですね、ある方に。動く

動線と導く導線があると。動く動線というものは先に言われた、そのフェーズ一から三
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までのフェーズのことを言われるんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり人を動

かすにはですね、導いて、ここにこういうものがあるからこういうふうにして動いてい

くということをね、導いていくということが大事なんだと思うんですね。人や物が移動

する経路を示すものと、導く導線で、移動をスムーズに目的に沿ってやっていくという、

人に通って欲しい道を創造して計画して、導く必要性があると思うんです。だけど、町

長はですね、この導線をどういうふうに人口を、みんなを導いていくための導線という

ふうに考えているかということが知りたかったんです。 

○議長（桑原）副町長。 

○副町長（夏目）まず先ほど最初に言われました、第一フェーズから第三フェーズ、これ

については、導線というよりかは、まちづくり全体の構想ということで、まず、すいま

せん、町長が表明したところでございます。で、まちづくり全体の構想の部分も、議員

が言われる、導線、導く上では、重要ではないかと思っております。その導くためのイ

ンフラを備えた上で、議員がおっしゃるエリア自体の活性化というものも必要じゃない

かということだと思いますので、そこの価値を高めていくということももちろん必要で

ございますので、そこは町長も先ほど答弁したとおりでございます。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）やはり、この、町長が言われるように、意識しておられるところが大事。

やっぱり、皆様がどういうふうにして、このインフラもそうですけれども、交通手段の

改善じゃなくって、住民さんがどういうふうに、質の向上や地域の活性化、持続可能な

発展を念頭に入れて計画する、これを忘れてほしくないんです。やっぱりここは一番に

考えて、この10年間を考えていかないと、次につながらないということが私は言いたい

んですね。やはりここを、それももちろん財政も必要でしょうし、皆さんが協力しても

らうことも必要なんです。やはり、これを、新規建設を考えるということになるとです

ね、やはり町をつくる、町の導線というものが必要なので、ここは、動くだけの場所に

なってしまわないように考えていっていただきたいということで、10年後の海田町につ

いてのことはお話を終わります。 

次、公共サービスについてなんですけれども、今、すいません。公共サービスについ

てはですね、公共サービスのロッカーのことですが、令和２年に開館した織田幹雄スク

エアです。今５年目になります。天井が筒抜けだったり、壁が薄かったりしていません

か。これが、音楽系の人が使えるようにですね、３階はガラス張りになっていたり、ピ
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アノが置いてあるにもかかわらず、防音設備がないというのが不思議なんですが、これ

は、皆様に理解してもらった上で、利用しておられるということなんですけど、ここ、

不自然じゃないかと思うんですが、それはどのように考えておられますでしょうか。 

○議長（桑原）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（下野）３階の音楽のピアノ等が置いてある室についてでございますが、

教育長答弁にもございましたとおり、建設時につきましては、ダンスとかアロマとかヨ

ガとか、そういうことを想定した部屋として、講座室として設定しておりますので、特

殊な防音対策のほうはしておりませんでした。そして、それで、先ほど教育長のほうも

申しましたとおり、こちらの部屋を使われる場合には、隣室にそういった音を使われる

団体さんがいらっしゃるというところを御説明した上で、利用していただくというとこ

ろで対応させていただいております。で、こちらにつきまして、遮音壁等を設置する場

合には、高額なお金がかかりますので、皆様の御理解、御協力を得ながら今後とも運用

のほうを行ってまいりたいと考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）だったらなぜ、防音壁がないのに、音楽室のような利用のさせ方。鏡があ

ったり、それからロッカー、着替えてもいいようにロッカーが付いていたりですね、室

内を靴で上がらずに、靴脱いで上がったり、スリッパで対応してくださいみたいなやり

方にしている。静かな人たちが使うばかりじゃなくて、さっき言われたように、ダンス

とかそういう人らが使ってもいいような仕組み、音楽のピアノが置いてあったりとかす

るわけですから、大体ピアノが置いてあること自体が、防音壁があるのが普通のような

感じが私は個人としても思うんですけど、それをつけられなかった意味が私分からない

んですが。今後お金がかかると言われますけれども、そういう計画をして使わせるよう

な計画を立てることはできないんですか。 

○議長（桑原）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（下野）先ほど申しましたとおり、当初予定につきましては、ヨガやダン

スというところで、防音壁とか、そういった防音設備といったものを想定した講座室と

いう要望のほうはございませんでしたので、現在のような形で、講座室の一つとして整

備しておるものでございます。で、今後につきましても、先ほど申しましたとおり、防

音対策につきましては、多額のお金が必要であること、また、遮音壁を設置しても、音

漏れを完全に防止できるものではないため設置は考えておりませんが、これまでどおり、
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皆様の御協力、御理解を得ながら、運用のほうをしてまいりたいと考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）やっぱり利用者サービスというふうに考えますと、天井もですね、実は切

られてないっていうのがちょっと分かったんですね。天井も切られてないような長屋の

ような建て方をしてあるというのが分かったときにですね、どういう建て方を一番最初

に計画していたのかというすごい疑問に感じるんです。やはり、屋根の壁のところには

各部屋に、屋根のところと、空調つけるわけじゃないんですからね。壁をつける必要性

があったというふうに感じるんですね。ここはもうちょっと、教育委員会でも話し合わ

れてですね、織田幹雄スクエアという大きな看板を掲げておりますので、ここに行って

良かったと思ってもらえるような対策を考えていただく必要があると私は考えますが、

いかがですか。もう一度お答えください。 

○議長（桑原）教育次長。 

○教育次長（新藤）議員御指摘のとおり３階の天井裏がつながっているというのが主な音

漏れの原因になっております。その音漏れを解消するのに、その天井に壁をつけるとか

ですね、あと、部屋全体の壁にも防音にするということは、大変高額になります。教育

委員会としましては、今東小の建替えや、海小、滞在型図書館と控えておりますので、

そこらを総合的に判断して、検討しますけども、現時点では、利用者の皆様の協力のも

とで、そういう同じような扱いで使っていただくようにしております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）やっぱりですね、そこら辺のところも考えて、今後は検討していくという

ふうに考えていかないといけない題材であると思います。次に冷暖房なんですけれども、

冷暖房サービスが１階だけはしてあるけれども、２階３階はしてませんと、先日、慰霊

祭の日に、廊下の展示がありました。でも、そのときに扇風機対応で、皆様汗をかいて

見られているその現状を見たときにですね、やはり何らかの手だてが必要だったんでは

ないかな。１階がクーラーがきいてるんだったら、１階に持っていくとか、そういうふ

うにして、皆さんに、１階に持っていったらですね、あ、こういうふうなことが起こっ

たんだ、今日は慰霊祭があったんですねっていうふうに分かっていただけたと思うんで

す。そういう配慮というものがすごく感じられなかったんですね。展示コーナーとして

活用するならば、冷暖房の設置を考える必要性があると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（桑原）生涯学習課長。 



４６ 

○生涯学習課長（下野）展示スペースにつきましては、今後、展示をするスペースを涼し

い場所に移動させるなど、検討のほうをしてまいりたいと考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）そのように検討してください。それから次にコインロッカーについて、こ

の度言わせていただいたんですけど、やはり織田幹雄スクエアなんですね。この間のサ

マーコンサートが開かれまして、織田幹雄スクエアで行われたんですけれども、出場者

の方がですね、かばんを紛失されて非常に困られたんです。それはやはり貴重品も入っ

ておりましたので、もしコインロッカーがあったら、こういうことにはならないと、い

つも楽屋裏に持ってったり、外の、みんなが移動するようなところで、置いていたり、

人に頼んだりする、そういう不便さをずっと感じておりましたし、実際にこういう事が

起こったので、もちろん見つかったんで、良かったんです、片づけをして最後に見つか

ったんで、安心したんですけれども、やはり貴重品用のコインロッカーの必要性を感じ

ておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（桑原）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（下野）織田幹雄スクエアのコインロッカーの設置ということでございま

すが、織田幹雄スクエア、各部屋に鍵がかかるような形になっております。で、貸し館

の中で貴重品等を管理していただくというような形で現在行っております。イベントの

際には、やはり貴重品等を置く場所というのは必要になろうかなとは思いますが、こち

らについては、現状、そういった要望等は特には上がっておりませんので、現状につき

ましては、コインロッカーの設置については考えてはおりません。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）実際に要望が上がってないから、つけておらないと。じゃ、要望が上がれ

ばつける可能性があるというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（桑原）教育次長。 

○教育次長（新藤）先ほど生涯学習課長のほうは設置については考えてないと申しました

が、町長答弁のほうで、今後施設の特性や利用者ニーズ、費用対効果等を勘案しながら、

設置の是非について検討していきますと答弁しておりますので、そのように検討してま

いります。 

○議長（桑原）一般質問の途中ではございますが、暫時休憩をいたしたいと思います。再

開は13時10分。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後０時０２分 休憩 

午後１時１０分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）休憩前に引き続き本会議を再開いたします。一般質問を続行します。石橋

議員の再質問からお願いします。石橋議員。 

○５番（石橋）先ほどはコインロッカーのところまでお話しさせていただきました。それ

では、総合公園授乳室について、再質問させていただきます。アコーディオンカーテン

併用とカーテンと、利用して、二重にしてあるというふうに、総合公園の授乳室につい

て回答いただきましたけれども、いまだに段ボールベッド使用、機能に問題がないとい

うふうに回答がありましたが、これ、利用した後の衛生面はどのように考えておられる

のでしょうか。 

○議長（桑原）建設部次長。 

○建設部次長（門前）基本的にですね、そういったベッドを利用していただくときには、

お母さん方が、自分でですね、手製の、毛布といいますか、そういうものを敷いてやら

れるというふうにお伺いしておりますので、そういう意味で、そのあとに目立ったとこ

ろがあれば、当然に、指定管理者のほうでですね、そういった衛生面、そういった清掃

等は行っているというふうに確認しております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）私は、段ボールベッドにうんちが付いたり、おしっこが付いたり、自然乾

燥しておしっこが付いたままになっていたり、また下にですね、授乳した後の、衛生的

なものも、床もですね、ベッドもそうなんですけど、床もそうだと思うんですね。衛生

管理という点で考えたときに、これは段ボールベッド、これって災害用の段ボールベッ

ドだと思うんですよ。おかしいんじゃないかと思うんです。それで、何回も言っている

ところなんですが、これは段ボールベッド、このまま使われる予定でしょうか。 

○議長（桑原）建設部次長。 

○建設部次長（門前）御指摘の段ボールベッドなんですが、もともとがですね、これを寄

附していただいた方がいらっしゃったと。企業ですけども。そういった方々の御厚意を

受けて、それは当面はそういうふうな据置きの形でしていたんですが、議員さん御指摘

のようにですね、確か去年、今年の３月ぐらいだったと思います。そういった御指摘を
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受けたのがですね。町としてもですね、そういった代替のものがないかということで、

予算措置はそのときはできておりませんでしたので、代替のものがないかということで、

ちょっと、ちょっと普通よりちょっとちっちゃ目なベッドいうことになりまして、そう

いうことで、いろいろ探してはおったんです、結果的には見つけることができなかった

んですけども、来年度についてはですね、ちゃんと予算措置を講じまして、より快適に

使っていただける、そういうふうなことはですね、その間、改善できるところは改善し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）例としてですね、安佐サービスエリアでは、ベッドはよくある折り畳みベ

ッドですね、トイレなどとかについておる、折り畳み用のベッドを採用して、おむつ用

ごみ箱を設置し、授乳のための応接椅子対応というような心配りがあるんですね。授乳

室ですから、段ボールベッド、そのままの段ボールベッドですよ。さっきも言いました

ように、うんちが付いたりしっこが付いたり、そこら辺のところも、衛生面ということ

を言ってますので、こちらのほうできちっとしたそのビニールシート敷くなり何なりし

て対応するなら分かりますけれども、そのまましてあるので、私は何度も言っている次

第です。来年度については、そういう予算措置をしていただけるということですので、

それは、対策を再度考察していただきたいと。これはこどもの遊び場にもつながること

なんですけれども、親がちょっと離れてですね、先ほど質問しましたように、戸外の環

境が、すぐ目の前に芝生があったり、それから水、せせらぎ広場の近くにトイレがあっ

たりとかすることによってですね、やはりこどもの遊び場が、管理棟の近くにあるとい

うことはですね、何かあったときにさっと対応ができるという観点から、この利用者サ

ービスにつなげていけるんではないかということで、こどもの遊び場も管理棟の近くに

置くと。そして、今言う授乳室利用もそうなると多くなるでしょうから、そこら辺のと

ころも含めて、こどもの遊び場それから授乳室、そういうものをきちっと整備していた

だいて、総合公園の利用者拡大を図っていただきたいということで提案しているわけな

んですが、いかがでしょうか。 

○議長（桑原）建設部次長。 

○建設部次長（門前）ただいまの御指摘のところで、駐車場から近くに、今の総合遊具と

か、結構離れていて、この辺については、サウンディング調査であったり、あとは町長

とのタウンミーティングの中で直接お母さん方からそういうふうな御意見をいただき
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ました。それと、また指定管理者のほうにも、そういった議員御指摘のようなお話は受

けております。で、現在、せせらぎ広場のところは閉鎖しているということではなくて、

池になっております。ですから、今のせせらぎ広場のところを、例えばですよ、例えば、

より利用者、魅力を向上させるために親水性を持たせたりとか、それとか、駐車場に近

いところに何らかの遊具を設置するとか、それとか、管理棟の近くに幼児用のちょっと

したものを置くとか、そういったことは、今後の検討課題とはなろうかとは思いますが、

実際に意見もございますので、その辺は、サウンディング調査の結果を踏まえて整備方

針を考えていきたいというふうに考えておりますので、その中で実際に検討して、でき

るところから、全体的な事業のバランスを見ながら実施に向けて取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）総合公園も、海田町の大きな管理をしていただく、海田町の宝ですのでね、

やはりそれをしっかりと町内外にＰＲしていただいて、もっと多くの人が快適に利用し

ていただけるような仕組みづくり、それはやはり町の考え方、それから町の施策である

と思いますので、そこら辺のところは考えていただきたいと。これで、ちっちゃな遊び

場がいっぱいできることによるとですね、よそから来た住民さんや、海田町の住民さん

が交流を持ったりですね、そういう交流の場にも、新しい交流の場につながったりする

んですね。これこそ導く導線というふうに考えると私は思うんですね。やはり、導線を

どういうふうにしてつないでいくのか、海田町って、山あり川あり道ありの海田町でご

ざいますけれども、やはりこの公共サービス、私はこの度、５点ほど申しましたけれど

も、公共サービスは、ライフラインもありますし、通信サービスも交通機関も保安サー

ビスも、行政サービスも、公共施設もいろいろございます。これらのサービスが、地域

社会の生活を支える重要な役割を果たしていると私は考えますが、町長はどのように考

えておられますでしょうか、公共サービスのことを。 

○議長（桑原）企画部長。 

○企画部長（脇本）公共サービスをどのように考えるかということなんですけども、それ

は、行政が第一に考えてやらなければいけない、そのものだというふうに考えておりま

す。いただいた税金をどのようなところに配分していくか、どのようなサービスを行っ

ていくか、もう、行政が行う本当、第一のところでございますので、どのように考えて

いるかというところよりも、それをどのように進めていくか、もう、行政サービスをや
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っていくのは当たり前の話であって、それをどのようにやっていくかということが大事

であると、今もうそこを重点に考えていくところだというふうに考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）それはすばらしい考え方でございますし、やはり公共サービス、それで、

住民さんの、今からいろんな、一番最初に話しました大きな建築物、建設物がかかって

くるわけですけど、この公共サービスがですね、少しずつ減ってったよ、サービスが悪

いねって言われないような仕組みづくりをつくるのが大事なんではないかと思います

が、そこら辺のところは、基本的なサービスですっていうふうに言われましたので、そ

このサービスは低下しないように、今後もやっていただけますでしょうか。 

○議長（桑原）企画部長。 

○企画部長（脇本）いろいろ行政がやるサービス、事業たくさんあります。当然そこには

制度があったり、法律があったり、費用があったりしますので、そこら辺を勘案しなが

ら、優先順位をつけて、今必要なもの、中長期に必要なもの、もっと先に必要なもの、

そこらを見極めながらやっていきたいと、そういうふうに考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）はい、そのようにしていただけるという言葉を聞いて安心いたしました。 

それでは次、災害碑のことについてお話しさせていただきます。再質問です。坂では、

地域住民の声や町長の表明により、慰霊碑建立を、災害と避難について学べる施設の建

設が決まったということです。伝承ホールでは、災害の伝承と町民の防災意識の向上を

目的にしておられます。背景には、112年前に亡くなられた大水害を伝える石碑がありま

したけど、内容が十分に知られてなかったから慰霊碑設置に至ったというふうに、坂の

ほうでは聞いております。海田町では、奥海田村であった頃、明治40年、丁未水害之碑

がですね、寺迫にございます。坂と同じように多くの方に知られていないのではないで

しょうか。令和の防災対策に関連して、設置はどうかと、この度、慰霊碑を提案した次

第なんですが、いかがでしょうか。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）海田町におきましては今現在、防災の日に合わせた追悼献花や、巡回

パネル展示などを行っておる状況でございます。こちらの部分の取組を改善しながら、

災害に関する継承を行っていきたいと考えておるところでございます。 

○議長（桑原）石橋議員。 
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○５番（石橋）慰霊碑はどうされるように考えておられますでしょうか。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）失礼いたしました。慰霊碑っていう方法もあるかとは考えられますが、

今ある、行っておる取組の充実をまずは図っていきたいと考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）この防災の日に、私も合わせて追悼献花にお伺いさせていただきましたけ

れども、皆さんに町民の皆様に知らせる、この災害の展示を、各施設に巡回展示、パネ

ル展示をしてきたと、充実させるというふうにおっしゃいましたが、どのくらいの方が

このパネル展示を見に来られたか、調べておられますでしょうか。 

○議長（桑原）防災課長。 

○防災課長（松井）申し訳ありません。パネル展示への見学者の人数までは、計っていな

い状況でございます。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）私は防災の日に合わせて追悼献花に行きましたけれども、年々、参加者も

少なくなってきている、そういう現状を見られましたので、私は、南小学校で山の崖崩

れがあったりして、こどもたちがグラウンドで遊べないような時間が何日間も続きまし

た。そういうところも見合せてですね、やはり、こどもを交えた、その慰霊碑の検討が

必要なんではないか。また伝承することによって、そういう碑を建ったということで、

こどもたちにも、一緒に防災というものを考えて、こういうことがあったんだというこ

とが継承できるんではないかということで、慰霊碑の設置を提案したわけなんですけれ

ども、ここら辺のところは、どのように、小学生のこどもたちと一緒に考える、一緒に

防災のことも考える、みんなで追悼するというふうなことは、どのように考えておられ

ますでしょうか。 

○議長（桑原）総務部長。 

○総務部長（鶴岡）議員御指摘のとおり、当時、そのときに、身近なところで、どういっ

た被害が起きたかというのを実感するというのが大事だろうと思います。そういった意

味で、現在行っておりますパネル展示で、海田南小学校の屋外トイレの周りに土砂が流

入してグラウンドも使えなくなった、そういったものをこどもたちと一緒に見るという

のも一つ効果的なものだろうと思います。で、議員御指摘のとおり、追悼献花について、

来ていただける方が少なくなってまいりましたので、ここについては、改善する必要が
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あろうかと思います。現在の取組を、様々な工夫、こどもさんの参加とかもですね、い

ろいろなことを考えながら、多くの世代の方に、災害の記憶を伝えて、日頃の備えが大

事であるというようなことを伝えていきたいと考えております。 

○議長（桑原）部長、聞いてるのは災害碑はどうかと聞いてるわけですから、やる気があ

るかないかとはっきり言うてくださいよ。部長。 

○総務部長（鶴岡）災害碑よりも、今やっている取組を拡充することで取り組んでいきた

いと考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）慰霊碑の設置はなく、今やっていることを拡充していく。この言葉は真実

でしょうか。この度の９月の町長コラム。伝えるから伝わるへ、というふうに表現なさ

っておられます。伝えるから伝わる。これ、全てじゃないでしょうか。今言う災害のこ

ともそうですし、やはり伝えるから伝わるようにしないといけない、町長のここへ言葉

で表現されているけれども、なかなかそれが十分に皆さんに伝わってないし、伝える方

法がどっか間違っているといいますか、伝わってないと私は考えますが、そこをどのよ

うに、町長は、伝えるを伝わるに変えていこうと、最後、お伺いしたいんですけれども。 

○議長（桑原）総務部長。 

○総務部長（鶴岡）最初の町長答弁にもありましたように、伝えるというところから日頃

の備えにつながること、これが大事なことだと思っております。そういったことを意識

をしながら災害の伝承の拡充に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）議長。町長の言葉でお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（桑原）町長。 

○町長（竹野内）石橋議員の御質問に御答弁をいたします。９月のですね、広報紙、広報

かいたにおいて、伝えるから伝わるへというような見出しでですね、記事を書いたとい

うところは事実でございますが、これは災害だけではなくてですね、町行政の施策全般

について言えることということで記載をさせていただいたところでございます。災害の

関係について言えばですね、やはり災害を自分事化していただくということが、まずも

って命を守るために重要であるというふうに認識をしておりますので、そのための広報

として、どうやったら伝わるかというところをしっかりと考えた上でですね、実践して

まいりたいというふうに考えております。災害記念碑、失礼、災害慰霊碑、こちらにつ
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いては、設置も当然考えられるとは思いますが、これが設置が目的であってはならない

というふうに考えております。あくまでこれは手段であるので、そうしたことも含めて

ですね、どういうこの設置に当たってもですね、どういう設置の在り方が望ましいかと

いうところを、しっかりこれは地域の住民の皆様方とですね、議論しながらやっていか

ないと、ただ単に設置するだけではですね、効果が発現されないものだというふうに考

えてございますので、今後ともですね、皆様に防災のことに関心を持っていただき、自

分事化した上で、日々の備えにつなげていただくというところをしっかり考えた上で、

広報啓発活動、取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）町長からの力強いお話、回答があったというふうに私は思います。慰霊碑

よりも、皆様の心に訴えていく、そういうふうなやり方にする、また、伝えていきたい

んではなく、伝えるという力強いここの広報ですね、こういうふうにして差し出した、

しっかりと私読んでおりますので、ここを広報力を強化中、広報力だけ強化しても駄目

なんですね。今町長が言われましたように、心に伝わるように、やはり、皆様の中に浸

透するように、防災に関しても、皆、大人からこどもまで、防災に関して意識づけをし

てもらえる、慰霊碑は手段であってはならないとおっしゃいました。その手段ではない

ようなやり方、広報の仕方、また、防災に対する意識の高まり、そういうものをきちっ

と念頭に置いていただきまして、この度、公共サービスも含めて、住民の皆様に、快適

に、海田町で住んで良かったと、暮らして良かったと言っていただけるような仕組みづ

くりを今後もしていただきたく、その願いを込めて、今回の一般質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（桑原）説明員入替えのため暫時休憩をいたします。再開は13時35分。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後１時２８分 休憩 

午後１時３５分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。一般質問を続行します。10

番、大江議員。 

○１０番（大江）10番、大江です。今日は大きく２点について質問させていただきます。 

まず１点目。避難場所となっている各小学校・中学校体育館・武道場、海田東体育館
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へ空調整備の導入を。ここ何年か、異常な暑さが続く中、今年は特に熱中症警戒アラー

ト発令の35度を毎日超えている猛暑日が続いています。また、各地では線状降水帯によ

る河川の氾濫や土砂災害が起こっています。いつ、どこで起こるとも分からない災害と

猛暑日の中での現在の避難所の環境を文部科学省は考慮し、避難所となる学校施設への

空調設備を加速化し、災害の避難機能を強化することを目的として、空調設備整備基金

臨時特例交付金、補正予算額は約700億円を設けました。ただ、この文部科学省の交付金

には条件が二つあります。一つは、避難所となる学校施設（体育館、武道場も含む）。二

つ目は、建物に断熱性能が確保されている。とのことですが、この断熱性能がされてい

ない場合でも、この工事を行うことで、この条件をクリアすることになり、空調設備整

備の導入に係る経費や関連工事の２分の１が補助されます。文部科学省は、避難所とし

ての環境整備や児童生徒の猛暑対策の面から、現在、全国での設置率22.7パーセントを、

2035年度までに95パーセントにする目標を掲げています。また、空調設備整備基金臨時

特例交付金は、2033年度まで補助の対象となっています。また、社会教育施設の質的整

備事業の中にも、体育館工事などには、令和７年度までには２分の１、それ以後は３分

の１の補助があります。これらの交付金が後押しとなり、導入を考える自治体が増えて

いるとのことです。参考までに、広島県内での体育館の空調設備整備をされている県内

の状況を、福山市は、2024年12月、災害時の緊急避難場所の24小中学校の体育館に整備

開始。2025年７月から８校追加。残り13校でも順次導入予定です。東広島市は、2023年

５月、46校のうち１校設置から2027年度までに21校に拡大予定です。廿日市は、私立中

学校の体育館への空調設備に関するサウンディング型市場調査を実施。整備に向けた検

討が進められています。大竹市では、2025年８月の臨時会にて、中学校体育館への空調

設備に向けた設計費700万円が補正されました。以上が現在の状況です。海田町も、この

空調設備整備基金臨時特例交付金を活用して、避難所となっている各小学校・中学校の

体育館・武道場、海田東体育館へ空調設備を検討し、エアコンを整備してはいかがでし

ょうか。また、空調整備をするに当たり、１、各小学校・中学校の体育館、海田東体育

館には交付金の条件となる建物に断熱工事がされていますでしょうか。２、もしされて

いないのでしたら、一例として、海田東小学校の体育館と体育館が一番広い海田中学校

のそれぞれの断熱工事をしたら、概算でどのくらいの費用がかかりますか。３、２の２

校の空調設備整備をし、エアコンを取り付けるとしたらどのくらいの費用がかかります

か。それぞれの規模の大小でかかる費用が違うと思いますが、空調整備をすることで、
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避難強化、学習改善、熱中症防止といった多面的な効果が期待できます。少しずつでも

設備整備し、エアコンを導入していくことができればと思いますが、見解を問います。 

大きく２点目。庁舎周辺の環境についてです。①庁舎１階のロビーや会議室を住民へ

開放したことで、多くの住民がそれぞれの目的で時間を過ごしています。遠い存在であ

った庁舎が住民にとって身近になっていると感じました。そこで、もっと住民が身近で

思い出の場所となるように、婚姻届や出産届の手続に来たときに、記念として、町が作

成したウエルカムボードの前で記念写真を撮るなどの企画を考えてはどうでしょうか。

もちろん、それだけでなく、転居してきた日など、個々によっては記念すべきことが違

うと思いますが、町の活性化へ向けての提案なのですが、ウエルカムボードを庁舎前に

作ってはいかがでしょうか。見解を問います。②以前、地域住民より、庁舎前に郵便ポ

ストの設置依頼がありました。町のほうへ伝えたところ、ポストの設置をするとの答弁

をいただきましたが、何箇月たっても、まだ設置される様子はありません。設置するの

はいつ頃になりそうですか。経過を伺います。以上です。 

○議長（桑原）町長。 

○町長（竹野内）それでは、大江議員の質問の２点目は私から、１点目は教育委員会から

御答弁をいたします。２点目の庁舎周辺の環境についての質問でございますが、一つ目

の記念日の写真スポットの提供につきまして、現在、多くの自治体で取り組まれており、

地域を特定できるモニュメントを設置している自治体もございます。若い世代を中心に

写真映えするフォトジェニックスポットに関心を持つ層は多いため、海田町で人生の節

目を迎えた方だけでなく、日常的に役場を利用される方もターゲットに、町への愛着を

促進できるようなスポットの提供について検討してまいります。二つ目の郵便ポストの

設置につきまして、現在、郵便局におきまして、郵便ポストを役場敷地内に設置する方

向で御準備していただいている状況でございます。郵便局によりますと、設置に必要な

本社の手続に時間を要しており、現時点では、設置時期は未定とのことでございます。 

それでは、大江議員の質問の１点目は、教育委員会より答弁をさせます。 

○議長（桑原）教育長。 

○教育長（森山）大江議員の質問に答弁いたします。避難所となっている町立学校等体育

館への空調整備の導入についての質問でございますが、近年の気候状況等から、空調設

備の整備は喫緊の課題であると認識をしております。こうした認識から、公立小中学校

の体育館や武道館が補助対象となる空調設備整備臨時特例交付金等の有利な財源を活
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用した計画的な整備を含め、国の先進地事例を参考にしながら検討を進めてまいります。

なお、当該交付金の補助対象外となる海田東体育館につきましては、学校施設環境改善

交付金のかさ上げや、緊急防災・減災事業債の事業期間が令和７年度までであることな

ど、その後も有利な財源を活用して整備ができるかどうかを、今後の国の動向を注視を

してまいります。また、空調設備に関する質問の１点目につきましては、いずれの体育

館も断熱工事は行っておりません。２点目と３点目につきまして、近年の他自治体の事

例を参考にした断熱工事の概算費用は、海田東小学校の体育館では約100万円から3,500

万円、海田中学校の体育館では約200万円から6,000万円であり、断熱工事の工事内容に

よって大きな金額の差がございます。また、空調設備工事の概算費用は、海田東小学校

の体育館では約3,500万円、海田中学校の体育館では約6,000万円でございます。このよ

うな状況も踏まえ、導入について検討してまいります。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）今、断熱工事の概算費用、それから空調整備工事の全ての概算費用は、

これは国の補助の２分の１を利用した後の金額でしょうか。 

○議長（桑原）文教施設整備室長。 

○文教施設整備室長（重西）大江議員の質問に答弁いたします。先ほどの質問についての

回答ですけれども、こちらは、工事にかかる費用全体のものになっております。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）これ、全体の費用でしたら、海田東小学校体育館では、3,500万が半分で

すから1,750万。海田中学校の体育館では6,000万ですから3,000万ですね。できるんじゃ

ないですか、これは結構。検討はすぐに。それと、他の事例、ここにちょっと私、概算

費用で計算したんですけども、海田東小学校の体育館で3,500万でしたら、海田西、海田

南、これらも多分、広さ的に、海田西が狭いですから、もう少し安く上がるんですが、

これらもほとんど半分としたら、1,750万ぐらいで、クーラー取付け、あ、設備工事、概

算費用がそのくらいで済むと思うんです。それで、海田中学校が3,500万でしたら、西中

はもう少し狭いので、もっと3,000万より安くなると思います。で、これらは、今、本当

に猛暑が続いて、こどもたちが外で遊べない。アラートが鳴ったらもう室内に入らない

といけない。で、どんどんどんどん体力は落ちてきています。これはやはりこどもたち

の健康、また、それを利用している人たちのことを考えると、早急にこの、考える、導

入について検討って書いておりますが、早急に導入の検討をする必要性があるんではな
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いかと思いますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（桑原）文教施設整備室長。 

○文教施設整備室長（重西）大江議員の質問に答弁いたします。大江議員の御指摘のとお

り、今回の交付金は非常に有利な財源であるということは認識してございます。その一

方で、本町では、現在、海田東小学校の校舎の建替えに着手しておりますし、また今後、

海田小学校の建替えにも着手する予定であるなど、大規模事業を控えております。これ

らとの優先順位づけということをしながらですね、計画的な整備について検討していく

必要があると考えておりますし、また、イニシャルコストに対しての補助は確かにござ

いますけれども、その後のランニングコスト、そういったところも加味しながら検討し

ていくことが必要であるというふうに考えております。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）この予算は2033年度までですから、今から８年ありますよね。ですから、

今、海田東小は建替え、それから海小も今後建替えという話がありますが、だったら、

他の西とか南から、全部一遍にしなくても、例えば、このぐらいの予算でしたら、一つ

ずつでもすれば、８年、８年かかるといったらおかしいんですけども、もう全部がもう

取付け可能ですよね。ですから、そのくらいの思いで、できるところからやっていこう

とすれば、例えば、今年、来年度にかけて二つ、西と南ぐらいは付けられるんではない

かなと思いますし、もし小学校優先でなくて中学校優先でしたら、中学校１校ぐらいは

付けられるんじゃないかと思うんですよ。だから、それこそ今、滞在型図書館の話も出

てますけど、滞在型図書館の、たしか31億ぐらいかかるんじゃなかったかと思うんです

けど、間違ってたらごめんなさい。それを考えると、もうこのクーラーなんかは全部付

けられるような予算なんですよね。ですから、先々の予算の見通しを立ててっておっし

ゃってましたけど、これはもう予算を立ててじゃなくて、２分の１の補助が出るという

ことですから、この８年以内に、やはり順次、もう８年もかけないで、このクーラー、

空調設備はするべきではないかと思うんですよね。その、まぬるいことを言ってるより

も、この今、予算は結局決められてるんですよね。予算額は約700億円。ですから今、他

の呉のほうも今そういう、付ける動きに入ってますから。全国的に動き出したときに、

この700億円を超過したときに、果たして国が、その補助金を延長してくれるかどうかと

いう問題もあると思うんですよ。ですから、こどもたちの健康とか、やはり、それらの

ことを考えたら、これはやはり、１校ずつでも２校ずつでも、優先順位を考えて付けて
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あげていくべきではないかと思うんですが、再度、答弁お願いします。 

○議長（桑原）教育次長。 

○教育次長（新藤）先ほど室長が答弁いたしましたように、大規模事業を控えております

ので、優先順位をつけながら、一方で議員御指摘のとおり、あと８年の間にやっていく、

有利な財源のうちにやっていくっていうのも認識をしておりますので、そこら含めて計

画的に検討してまいりたいと考えております。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）正直言うとね、やはり年の方なんかが、公民館なんかとか、利用される

ときには、本当に暑くて、７、８、９、活動を休む方も多いんですよね。ですから、い

きいきポイントで、皆さん、外に出て活動しましょうと言ってても、もう今の状態は、

夏は皆さん、ほとんど欠席状態というのが、各講座が多いと思います。それらも考えま

したら、やっぱり、こどもたちのためとか住民のため、まずそのクーラーの環境整備を

しっかりやってあげて、それから、町民にそういうので活動を促すというなら分かりま

すけども、やはり暑さって異常ですよね。だから今年なんか特にそうですし、来年もま

た暑さがないとは限りません。そうなったときには、もっともっと、こどもたちは部屋

の中に閉じこもって、タブレットしてっていうふうに、はっきり言うて、運動能力衰え

てますよね。そういう意味からでも、やはりここは整備をしてあげるべきではないかと

思うし、まして中学校は、クラブ活動もあります。だからそこのとこを考えていただき

たいんですよ。だから職員も１回ここ全部クーラー切って、暑さの中で１日過ごしてみ

てどのくらいになるのか、体験してみてもいいんかなと思ったりもしますけども、どう

でしょうか。 

○議長（桑原）財政経営課長。 

○財政経営課長（倉本）先ほど整備室長及び教育次長も申し上げましたけれども、教育予

算につきましては、東小の建替え、それから海小の建替え、それから滞在型図書館の整

備も、一応予定しているところでございます。そのほか、例えば、ＪＲの連続立体交差

事業であるとか、あるいは東地区の新駅、こういったことも可能性があることを踏まえ

ますと、７月の14日のまちづくり特別委員会でお示したように、当町の財政状況、収支

見通しに関しては、今後厳しい状況が見込まれているところでございます。そういう状

況の中で、今この場で軽々にですね、それはできますということはお答えいたしかねま

すので、先ほど次長も答弁申し上げておりますけれども、その全体の中でのバランスを
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見ながら、導入についての検討を進めていくということになろうかと思います。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）今、また滞在型図書館の話が出ましたけど、住民にとって何が優先なん

でしょうか。その滞在型図書館、町長の公約でありますから、されてますけども、後回

しにして、まず住民が一番大切なこのクーラー、空調設備に、したいって思う予算をそ

っちに振り替えると、ということも考えられるんですけど。公約と言ってても、やはり

住民のことを思ったら、撤回の勇気もいるんですよ。だから、そっちの、行く予算をこ

っちに回したら、こどもたちが快適に夏も過ごせますし、本当に住民のことを考えたら、

どこに予算を使うかというのをやっぱりもっと考え、もうありきでおっしゃってますけ

ども、そのありきの予算を、今どっちが重要なんかで考えた場合には、この中からこっ

ちに先に優先して使おうとか、それが、やはり住民にとって住みやすい海田町になって

くるんじゃないかと思うんですが、どうなんですか。 

○議長（桑原）滞在型のことはいいですから。はいどうぞ。企画部長。 

○企画部長（脇本）教育委員会のほうも、今回の体育館の空調についてしないと言ってい

るわけではございません。で、最近の猛暑というか酷暑で有利な財源というのを認識し

た上で検討させていただきたいというところを申しているとこでございます。学校につ

いては、新しい建替えのほかにも、今年度トイレが終わりましたし、海田町は普通教室

の空調ですか、あれも整備が早かったので、もうすぐ、もしかしたら全面的な更新みた

いなのもあるかもしれません。今後かかる学校施設の施設全体の費用というのもちゃん

と見ないといけないと思っているとこでございます。ただ、繰返しになりますけど、有

利な財源があるというのは、もう認識しておりますので、今後、教育委員会も申しまし

たように、計画的な検討というのは進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）先ほど教育委員会のほうが、この空調設備整備臨時特例交付金、これ２

分の１出ます。でも、そのほかに、環境改善交付金、省エネ建築物補助事業、それから

防災関連事業の、この、これらの、要するに補助金が出るようなものを利用すれば、も

っと安くてあげられるんではないかと思うんですけども、しょっちゅう、執行部は国か

らのそれを利用してとおっしゃってますから、こういう補助金の出るものが三つほどあ

りますけども、これは多分、今の体育館関係に利用できるんじゃないかと思うんですが、

どうなんでしょうか。 
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○議長（桑原）文教施設整備室長。 

○文教施設整備室長（重西）答弁申し上げます。先ほど、こちらのほうから有利な財源と

いたしまして、教育長の答弁にもございましたように、空調設備整備臨時特例交付金、

また、学校施設環境改善交付金、あとは緊防債といったところを、答弁の中で発言させ

ていただきましたけれども、その中でも、この小中学校の体育館整備に当たっては一番

有利な財源というのが、昨年度文科省のほうで新たに設立された交付金である空調設備

整備臨時特例交付金でございますので、そういった最も有利な財源を活用していくとい

うことを前提に検討していきたいと考えております。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）それから公民館、東体育館の公民館ですけど、これは緊急防災・減災事

業の期間が令和７年、確かに令和７年度までは２分の１です。それ以後は、たしか３分

の１の補助金が、これ、対応しているんじゃないかと思うんですけども、どうなんでし

ょうか。 

○議長（桑原）文教施設整備室長。 

○文教施設整備室長（重西）大江議員の御認識のとおり、２分の１のかさ上げは令和７年

度までではございますけれども、それ以降につきましても３分の１については補助の対

象となっております。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）では今の小中学校の体育館、武道場に含めて、これも３分の１ですけど

も、これも将来的に考えていただけるんでしょうか。 

○議長（桑原）教育長。 

○教育長（森山）海田東体育館につきましても財源の状況を見ながらですね、国の動向も

含めて注視してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）正直言いますと、この東公民館の建替えとかが町民センターのときにあ

るということで、これも建替えの問題もあるんでしょうけども、やはり、もっと先に、

七、八年先になりますので、しっかりこれも考えていただきたいと思います。それから

郵便局、郵便ポストの件なんですけども、これは、いつ付くか分からない、いつ頃にな

るか分からないということなんですけども、もうこれ今までに、結構、何箇月もかかっ

て、予算的にどちらがみるかとか、そういう話合いまで行っていたと思うんですが、こ
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れ、どうしてこう長引いてるんでしょうか。 

○議長（桑原）総務課長。 

○総務課長（中村）郵便局さんのほうで設置をしてくださるということで、設置の方向で

進めてくださっております。今まで時間がかかりましたのは、郵便局の中でのポストの

設置要件等について調整をしてくださっておりました。で、調整が済みまして、今現在、

設置のための予算措置をされるのに、東京本社の承認が要るということで今、その手続

をやってくださっておるところでございます。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）では、住民さんが希望してたとおり、庁舎を利用するときに、ポストが

あるということで、検討してくださったことは、感謝いたします。それから、このモニ

ュメントですね、このスポット、庁舎に来たときに、やはり、記念になるようにという

ことで、これも検討していただけるということですけども、これは、いつ頃までにこう

いうものを作ろうと考えられてますでしょうか。 

○議長（桑原）総務課長。 

○総務課長（中村）すいません、この場では、いつとは明言できませんけれども、他団体

の事例等を見ながら検討してまいります。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）これは答弁は要りませんけども、やはり今のこの猛暑の続く中、やはり、

こどもたちの体調とか、高齢者の方がスポーツする上での体調、いろんな面において、

やはり体調管理ということで、クーラーというのはどうしても必要だと思います。それ

でやはり予算とどちらを優先するかということを考えて検討していただくように要望

して終わります。 

○議長（桑原）11番、宗像議員。 

○１１番（宗像）11番、宗像でございます。まず、県道矢野海田線の道路改良について質

問します。東広島バイパスの開通にあわせ、広島県は、県道矢野海田線の町内部分の道

路改良を行いました。しかしながら、海田東交差点から寺迫北橋交差点までが未改良の

ままです。当初、県道矢野海田線が開通したときには完成形でこの部分は整備されまし

たが、国交省の東広島バイパス高架工事、橋脚工事のために、道路形態変更の暫定工事

を行い、現状のまま放置されています。本来であれば、高架工事が終了した時点で、国

交省が原状復帰すべきでありました。どのような状況でこの暫定状況のままになってい
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るのか分かりませんが、町として今後どのように対応していくのかを確認いたします。

また、西浜交差点については、改良にかかる予算をつけながら、進捗が全く見えており

ません。現在の状況はどうなっているのか、説明を求めます。 

次に執行部と議会の情報共有について質問します。４月22日、中国新聞に、障害者支

援センターを開設した記事が掲載されました。これは、昨年12月議会で、海田町精神障

害者通院医療費支給条例を廃止する際の代替案として開設するとの説明をされました。

この条例の廃止については、賛否両論あり、いろんな意見がありながら、代替案を確実

に履行することで、賛成多数で可決された案件です。当然に、このような状況を鑑みれ

ば、センター開設が決まった時点で、最低限、議会に情報提供、説明をしろと言ってる

んではないんですよ、情報提供すべき案件であると思います。我々が報道機関から情報

を得なければならない関係は問題があり、信頼関係が揺らぐのではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（桑原）町長。 

○町長（竹野内）それでは宗像議員の質問に御答弁をいたします。１点目の県道矢野海田

線の道路改良についての質問でございますが、まず、未改良部分の整備につきましては、

現在、県道矢野海田線の４車線化が概成したところであり、事業主体の広島県によりま

すと、令和８年度以降に未改良部分を整備する予定とのことでございます。次に、西浜

交差点の改良につきましては、現在、地権者と用地交渉を進めているところであり、用

地交渉が整い次第、県道矢野海田線との接続部分の工事の着手に向けて広島県と調整す

ることとしております。 

続きまして、２点目の執行部と議会との情報共有についての質問でございますが、障

がい者基幹相談支援センターの設置につきましては、令和６年12月定例会におきまして

説明の上、令和７年２月定例会において予算を議決いただいたものでございます。また、

令和７年１月30日の文教福祉委員会におきまして、当該センターの委託候補者の選定結

果を報告するとともに、事業内容や実施体制、事業開始日についても説明をさせていた

だきました。議会への情報提供につきましては、町政への理解や信頼を深めるために重

要であると認識をしており、今後とも、定例会や各委員会に加え、プレスリリースを発

出する機会等を捉えて、随時、情報提供してまいります。 

○議長（桑原）宗像議員。 

○１１番（宗像）確かに、先ほどの情報提供の案件でございますけども、文教福祉のほう
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で説明されたかも分かりませんが、その他の議員に対しては、勝手に、じゃあ、それを

見て判断しろというふうな格好になるんでしょうか。一応開設するんなら、その時点で、

情報提供を全員に対して行うべきじゃないんですか。それについていかがでしょうか。 

○議長（桑原）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（森川）確かに基幹相談支援センターの設置につきましては、昨年12月に、

議員の皆様方から、障がいを持つ方々、それから御家族の方々への相談支援をしっかり

とつなぎ、サービスにつなぐようにという御意見をいただいて進めさせていただいた大

切な事業でございます。部として開設のタイミングで情報ができていなかったことにつ

いては大変申し訳なく思っております。今後は、適時、迅速に情報提供のほうを行って

まいります。 

○議長（桑原）宗像議員。 

○１１番（宗像）このような案件ほかにはないんですか。 

○議長（桑原）企画部長。 

○企画部長（脇本）これまでもこういった御指摘をいただくことは多々あったと思います。

何ていうんでしょう、新聞記事、どのように載るか、うまく捉えられてないものもあり

ましたし、どのようなものが記事になるかというのも捉えられてなくて、気がついたら

記事が載ってたということも、どれこれというわけではなくて、これまでもたくさんあ

って、その都度指摘を受けたというふうに認識しておりますので、今回は障がい者基幹

支援センターというところの具体例を持って、議員のほうが私どもに対してそれおかし

いんじゃないかというとこを御指摘されましたので、今後は、先ほど福祉保健部長が申

しましたように、何ていうんでしょう、機を捉えてですね、情報提供するように努めて

まいりたいというふうには考えております。 

○議長（桑原）宗像議員。 

○１１番（宗像）新聞報道だけではなくて、実際に我々に対して情報提供しなきゃならん

ものが漏れてるケースがございましたね。前回のこの前の全協でもございましたよね。

そのときに、町長にちょっと嫌み言いましたけども、町長の指示で、それをあえて報告

してないんじゃないんですか、と思われても仕方ないですよね、って嫌みをちょっと言

わさせていただきました。そういうふうに捉えても仕方ない案件になってきますよ、こ

ういうふうに情報が出てこない。情報、プレス、情報を後から自分たちが探して取らな

きゃならないっていうのは、やっぱりきちんと、新聞の取材を受けたから取材を受けた
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ことを出すんではなくて、事業を開始した時点で、我々に情報提供をすべきだと思うん

ですよ、新聞報道じゃないですよ。結果的に新聞で情報を知っただけの話ですけれども。

そういうふうな段階で情報発信すべきだと思いますが、それについてどうなんですか。 

○議長（桑原）企画部長。 

○企画部長（脇本）すいません。ちょっと新聞報道だけにとらわれて答弁いたしました。

すいませんでした。確かにおっしゃるとおり、事業が進捗するその節目節目で、議会に

情報提供して、それを御理解いただいて前に進むということで、結果的には町の事業の

進め方なりが円滑に進むということもありますので、今後は、そこら辺の機を捉えた情

報提供というのも、新聞報道だけにとらわれず、事業の進捗状況についても、できる限

り努めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（桑原）宗像議員。 

○１１番（宗像）新聞取材を受けたけえいうて、それ載るわけじゃないですよ。その問題

よりも、自分たちがやったこと、したことに対して情報提供、福祉保健部長なんかこれ、

明らかに意図的にやったとしか思えんような感じにとられても仕方ないですよ。もう、

文教福祉で話したから、ほかの議員も知っとるよ、だから他の議員は放っとけよってい

うふうに取られても仕方ないですよって言いよるんです。その意図があったかどうか別

にしましてね、そういうふうにとられますよ。だからその辺はしっかりやっていただき

たい。まあ、しっかりやるということなんで、これ以上申しません。 

次に、用地交渉、どの程度まで進んどるんですか。県道矢野海田の交差点の件でござ

います。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）用地交渉の詳細につきましては、ちょっと個別具体についてはこの

場での説明は控えさせていただきますが、議員御存じのように用地交渉の中の段階的な

ものについて、適宜進めていっているところでございます。状況としては最終段階のほ

うまで来とるというところぐらいまでは、答弁させていただきます。 

○議長（桑原）宗像議員。 

○１１番（宗像）これ、前々から遅れて、もう工事が遅れてる段階なんで、できればとに

かく、交渉が締結できれば即、補正予算をかけてでも、僕はやるべきだと思うんで、そ

の辺はしっかりやっていただきたい。できれば、早めな情報提供、要するにこういうふ

うになりますよいう情報提供をお願いしたい。建設部については、割にちゃんと情報提
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供が進んでるところがあると思いますんで、これからもよろしくお願いします。それか

ら、県道矢野海田の先ほどの未改良部分の件ですが、特にひどいのが、本線じゃなくて

北側の歩道部分ですよね。路肩はぐじょぐじょ。それから街灯はほとんどついてない。

仮フェンスしたまま、仮フェンスはもう10年以上たってますんで、さびついて、ひどい。

少なくとも、別に本線まで戻せ言わんけど、少なくとも歩道部分ぐらい道路照明をつけ

て、夜も安全に通行できるような形で、歩道のところだけでもするよう県にお願いする

ことはできんでしょうか。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）こちらの案件でございますが、６月に議員さんのほうからもお問合

せがあり、７月に県のほうに事業説明をお伺いに行ったときに、町からの要望として、

ここの整備について要望いたしております。で、いかんせん、昨年度まで４車線化工事

に県のほうも注視しておりましたので、ただ、まだ残工事、残ってることがございまし

たので、それの予算確保も含めて早期にやっていただきたい御要望は、文書のほうで上

げさせていただいとるとこでございます。 

○議長（桑原）宗像議員。 

○１１番（宗像）今要望されたのは多分、本線全体の話でしょうが、当面、とにかく歩道

部分、あれをきちんとしてあげてあげたい。あんまり歩道そのものが、もともと、もう、

路肩をとって、たしか土のうで押さえ込んだ状態になってますんで、路肩だけでも、き

ちんとして道路照明を付ける、その部分についてだけでも、後から追加で本線工事でき

るじゃないですか。だからその部分だけでも何とか、前向きになるように努めていただ

きたいんですが、いかがですか。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）先ほどの街灯についても、先日、消えてたということもありまして、

住民さんからも要望等がございました。で、今の御要望につきましても、県のほうへ伝

えて、早期に対応していただけるように要望のほうは上げていきたいと考えております。 

○議長（桑原）宗像議員。 

○１１番（宗像）今、街灯のことをおっしゃったんですが、街灯と蛍光灯１本しか付いて

ないですね、途中。２本ですかね。でも、ほんまに暗いんですよね。だから、あっこだ

けはとにかく歩道部分だけでも何とかするように、しっかりと要望していただきたいと

思います。これは、町がやることじゃないんで要望しかできないと思いますが、しっか
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りとやっていただきたい。それからもう１点。最後に西浜交差点のところ、ジャンピン

グの問題です。あれについて前回質問したところ、県のほうに要望して改良していただ

くということは、今まで改良していただいてないんですが、それについて、どんなんか

状況について報告願います。 

○議長（桑原）建設課長。 

○建設課長（早稲田）前回、前々回と多分御要望いただいております。で、具体的なこと

を言いますと、地下の埋設物等の調整が必要ということで、あそこの設計を、再度、今、

県のほうで見直しをかけていただいております。それをしないと、要は、切り下げるこ

とができないんで、今の状況は、現況でできる最大限の調整というとこで伺っておりま

すので、こちらのほうも西浜交差点の改良工事にあわせて、県のほうと、今後、協議を

進めていきたいと考えております。 

○議長（桑原）宗像議員。 

○１１番（宗像）分かりました。それならば、その報告も早めに、ここで聞かなくても、

すべきだったと思うんで、それこそ情報共有でございますんで、よろしくお願いしたい

と思います。ということなんで、結果的に、交差点改良しなきゃ直らないということな

らば、早めの交差点になるようしっかりやっていただきたい。以上で質問を終わります。 

○議長（桑原）これにて一般質問を終結します。説明員入替えのため暫時休憩をします。

再開は14時25分。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後２時１６分 休憩 

午後２時２５分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。日程第２、第41号議案、財

産の取得についてを議題といたします。町長より提案理由の説明を求めます。竹野内町

長。 

○町長（竹野内）第41号議案、財産の取得について。学習者用タブレット端末の売買契約

を締結しようとするものでございます。内容につきましては担当者より説明をさせます。 

○議長（桑原）財政経営課長。 

○財政経営課長（倉本）それでは議案書の10ページをお願いいたします。第41号議案、財

産の取得についてでございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に
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関する条例第３条の規定により、財産を取得することについて町議会の議決を求めるも

のでございます。品名は学習者用タブレット端末。購入金額は１億7,014万8,550円。受

注者は株式会社大塚商会。納入期限は令和８年３月31日です。本財産取得に係る経緯な

ど、購入の概要について、まずは担当課から御説明いたします。 

○議長（桑原）学校教育課長。 

○学校教育課長（立田）それでは、資料４をお願いします。学習者用タブレット端末の購

入の概要について説明させていただきます。１、要旨でございますが、ＧＩＧＡスクー

ル構想に基づき、令和２年度に各町立小中学校に整備した学習者用タブレット端末を更

新するものでございます。本調達は、広島県教育委員会事務局及び広島市を除く県内市

町教育委員会事務局で構成する広島ＧＩＧＡスクール推進協議会において共同調達す

ることを目的として、令和７年３月に公募型プロポーザルを実施し、契約候補者に決定

した事業者と契約するものでございます。２、公募型プロポーザルの結果でございます

が、大塚商会と決定しております。３、スペック及び調達台数でございますが、パソコ

ンにつきましては、クロームブックで11.6型、1.33キログラム。タッチペンが本体に収

納可能の仕様となっており、フィルタリングソフトとして、これまでと同様に、I-FILTER

を導入いたします。調達台数につきましては、小学校2,007台、中学校836台、合計2,843

台でございます。４のスケジュールにつきましては、令和８年３月31日を納期としてお

ります。以上でございます。 

○議長（桑原）以上で説明を終わります。はい。財政経営課長。はい、どうぞ。 

○財政経営課長（倉本）続きまして、資料５をお願いいたします。見積徴収状況でござい

ます。先ほど担当課から御説明申し上げましたとおり、この度の見積徴収は、公募型プ

ロポーザルにより、契約候補者となった株式会社大塚商会を相手方として行いまして、

その結果、株式会社大塚商会を契約の相手方と決定いたしました。以上でございます。 

○議長（桑原）以上で説明を終わります。これより質疑を行います。質疑があれば許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）質疑なしと認めます。質疑を終結します。討論があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）討論なしと認めます。討論を終結いたします。 

これより、第41号議案について採決を行います。お諮りいたします。第41号議案につ
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いて、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、第41号議案は原案のとおりこれを決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）日程第３、第42号議案、特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する

条例の制定についてを議題といたします。町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（竹野内）第42号議案、特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例の制

定について。まず冒頭に、建設課職員の収賄事件について、町民の皆様の町政への信用

を失墜いたしましたことを、改めまして心より深くおわびを申し上げます。誠に申し訳

ありませんでした。本事件に係る管理監督責任を明らかにするため、私と副町長の給料

を減額するものでございまして、私におきましては、令和７年10月分と11月分の給料10

パーセント、そして副町長におきましては、令和７年10月分の給料を10パーセント減額

するものでございます。なお、額につきましては、本町の過去の事例を参考に、処分対

象者の職責等を勘案するとともに、他団体の同様の事案との比較考慮を行った上で決定

をいたしました。資料６におきまして条例の概要を提出してございますので、併せて御

参照ください。二度とこのようなことが起こらないよう、職員に対し、法令遵守の徹底

を図り、職員一同、一丸となってですね、町民の皆様の信頼回復に向けて全力で取り組

んでまいる所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（桑原）以上で説明を終わります。これより質疑を行います。質疑があれば許しま

す。﨑本議員。 

○１５番（﨑本）今、町長から提案がありましたが、改正の概要の中にですね、町の信頼

の失墜をさせて重く受け止めると反省の弁が述べられましたが、その中でね、ここに資

料にも出ているんですが、他団体の事例を参考に。よそはよそよ。ね。あなた方はあな

た方よ。その責任を重く受け止めたらね、他団体の事例なんか関係ないじゃないですか。

そこらが反省の意図がないと私は思います。過去私も三十何年間、議員をやらせていた

だいておりますが、議員自ら反省し、議員の報酬を２回も減額した経験があります。そ

れは自ら、議員皆が、自分が反省して決めた金額でございます。他の団体は一つも参考

にしませんでした。このことについて、私は反省においては感じられないと思いますが、

町長、この点については、他の事例は参考にならないと思いますが、その点について、

どう反省しておられますか。 
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○議長（桑原）町長。 

○町長（竹野内）﨑本議員の御指摘はごもっともであるというふうに感じております。他

団体とは比較考慮はさせていただきましたけども、あくまで参考として見させていただ

いたものでございます。額の多寡についてはいろいろな御意見がですね、あるとは思い

ますが、私自身はですね、本件は非常に重い事案だというふうに受け止めてございます。

今後ですね、町民の皆様の信頼回復に向けて全身全霊でですね、取り組んでいくことが

職責を果たすことだというふうに強く感じているところでございます。その結果につい

てですね、しっかり皆様方に、そうやったよねと、ちゃんと皆さんの信頼を取り戻すた

めに頑張ってねといったようなことでですね、言っていただけるような取組を、まさに

職員一丸となってですね、私が先導に立って取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○議長（桑原）ほかにございませんか。玉川議員。 

○７番（玉川）管理監督責任を明らかにするということなんですけど、どのような管理監

督をしていたら、この事案は発生しなかった、そういうところはちゃんと分析されたん

でしょうか。 

○議長（桑原）町長。 

○町長（竹野内）まさにですね、この事件が発生した要因が何だったのかというところを、

今からですね、町内で分析をし、それの分析の検証の結果に応じてですね、実効性のあ

る取組を行っていきたいというふうに考えてございます。昨日ですね、一般質問でも御

回答、御答弁差し上げましたとおり、副町長を筆頭にですね、海田町の倫理指針をです

ね、公務員としてあるべき姿はどうなのかというところの倫理指針を今後、定めていく

予定としてございます。これにつきましてはですね、策定に当たっては議員の皆様方か

らしっかりと意見をいただきながら、本当に実効性ある取組になるものとしてですね、

定めてまいりたいというふうにも考えてございます。今後ですね、再発防止に向けて、

何が本当に必要なのかというところは、まさに今から検証していくべき問題だというふ

うに受け止めてございますので、こちらにつきましては皆様方にですね、情報を提供し

ながら、しっかりと皆様と意見交換しながら定めてまいりたいと考えております。 

○議長（桑原）ほかにございませんか。岡田議員。 

○１２番（岡田）12番、岡田です。今、町長はそういうふうに言われましたけれども、海

田町はこれまで過去にですね、汚職とか、そういうので逮捕されたという事例がかなり

あるんですよね。古くは、頼沢町長が逮捕されて、そのときは、頼沢町長、そして建設
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部長、建設課長が逮捕されたんです。そして、贈収賄でしたから、贈ったほうは、業者

として８人の方が逮捕されると。あるいは山本副町長の逮捕事件、そういうのがずっと

続いておるんですよね。で、31歳の町の職員の方が広島駅で盗撮をして逮捕されると。

そういうことがずっと続いてそういう中でも、ずっと一貫して、信頼回復に努める、服

務規程や法令遵守を徹底をすると、ずっと言われてきとるわけなんですよね。それで、

町長がそう言われたんですけど、今までの過去は経緯があって、なかなか町長がそう言

われても、町民の人は、またかというふうな格好で、信頼をされないということになっ

とるんですけれども、本当にそのような、町長が、信頼回復のために、自分の責任を感

じておられるのかというのは、やっぱり、言葉は失礼ですけども、疑うようなところが

あるんですよね。だから、もう一度本当に、再発防止いうんか、本当に、次回からこう

いうことがないようにするためにはどういうふうにしたらいいのかというのを、もう一

度お願いいたします。 

○議長（桑原）町長。 

○町長（竹野内）これまで町政において度重なって不祥事が生じており、町民の皆様の信

頼をですね、その都度、損なってきたというところは、重々反省しなければいけないと

いうことだと認識をしてございます。この再発防止策については、まさに今からですね、

皆様と御議論しながら、どういう仕組みでですね、行っていくかというところは考えて

いかなければならない問題だというふうに捉えております。これはですね、何というか、

すぐに即効性あるものというふうにも考えてございません。これは、やはり組織として、

全うな行政を行っていくためにどうあるべきかというところも含めてですね、皆さん、

これは本当に我々町職員だけではなくて、町民の代表たる議員の皆様方との意見を交わ

しながらですね、本当にこういう仕組みであれば、こういう内容であれば、今後、再発

防止につながるよねというところの合意点みたいなものを見出してまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（桑原）ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）質疑なしと認めます。質疑を終結します。討論があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）討論なしと認めます。討論を終結します。 

これより、第42号議案について採決を行います。お諮りいたします。第42号議案につ
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いて、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、第42号議案は原案のとおりこれを決します。 

（「動議」と呼ぶ者あり） 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）動議が出ました。賛成者がおりますので動議は成立します。何の動議でし

ょうか。はい。宗像議員。 

○１１番（宗像）竹野内町長に対する問責決議案を提出するものでございます。 

○議長（桑原）ただいま宗像議員から、竹野内町長に対する問責の件の動議が提出されま

した。この動議は１人以上の賛成者がありますので、成立をいたします。竹野内町長に

対する問責の件の動議を日程に追加をし、追加日程第１として議題とすることを採決し

ます。この採決は起立によって行いたいと思います。この動議を日程に追加をし、追加

日程第１として、議題とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（桑原）はい、着席ください。起立多数です。竹野内町長に対する問責の件の動議

を日程に追加をし、追加日程第１として議題とすることは可決されました。この際、暫

時休憩をいたします。再開は追って連絡をします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後２時４１分 休憩 

午後２時５２分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）休憩前に引き続き本会議を再開いたします。追加日程第１、発議第９号、

決議案の提出についてを議題といたします。提案者より説明を求めたいと思います。宗

像議員。 

○１１番（宗像）11番、宗像でございます。竹野内町長に対する問責決議案につきまして、

読み上げをもって提案理由にかえさせていただきます。 

先日、報道機関の記者が傍聴している全員協議会において、職員が収賄で逮捕された

件について事実確認をすることができたことで、竹野内町長は、監督責任があるトップ

の月額報酬10パーセントを２か月減額するとの説明を行いました。しかし、その日の夕

方、職員を通じて、議長に対し、減額幅を月額報酬の20パーセントにし、期間を１か月
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に変更したいとの説明された情報が明らかになりました。確かに報酬の減俸については、

実質、同条件のように見えます。しかし、同条件に見えても、この案件には大きな相違

がございます。それは、減額する割合が、結果、同条件であっても、責任問題を身に染

みて感じる期間の差でございます。１か月と２か月では、その差は歴然としています。

また、当日の午前中に、議員全員に対して公表した案件であり、報道機関の記者が傍聴

してる中で報道される可能性の高いこのことについて、夕方には変更し、翌日、新聞報

道があると取消している。このような朝令暮改なことが、町のトップである者がするべ

きことか疑問を感じます。その上、この定例議会の冒頭での挨拶や行政報告の中で、全

く触れられませんでした。公式の場で、町民や議会に対して正式に報告する適切な場で

あるはずであるにもかかわらず、広報かいたに掲載しているといって全く触れることは

しませんでした。このことは、本当に監督責任を感じているのか疑問を抱くものでござ

います。竹野内町長は、選挙公約した案件は、議会の意向を全く考慮せず強引に推進し

ようとする反面、議会に対し、このように、この案件のように、ある程度同意を得られ

たことについても、自らに係る案件は簡単に考え、朝令暮改的に変更しようとしました。

また、直近の議会で報告しなければならないこともしない。議会としてこのようなこと

を許すことはできない。竹野内町長にはトップとしての自らの監督責任を果たし、この

ようことがないよう強く求めるものでございます。以上で提案理由を終わります。 

○議長（桑原）以上で説明を終わります。これより質疑を行います。質疑があれば許しま

す。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）質疑なしと認めます。質疑を終結します。討論があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）討論なしと認めます。討論を終結します。 

これより、発議第９号について起立により採決を求めます。お諮りいたします。発議

第９号について、原案のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（桑原）はい、着席ください。起立多数と認めます。よって、発議第９号は原案の

とおりこれを決します。竹野内町長は、この結果を真摯に受け止め、信頼回復に努めて

いただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



７３ 

○議長（桑原）引き続き、日程第４、第43号議案、海田町議会議員及び長の選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といた

します。町長より提案理由の説明を求めます。竹野内町長。 

○町長（竹野内）第43号議案、海田町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の一部を改正する条例の制定について。公職選挙法施行令の改正趣旨を踏

まえ、長の選挙における選挙運動用ビラ及びポスターの作成の公営に要する経費に係る

限度額を引き上げるものでございます。内容につきましては担当者より説明をさせます。 

○議長（桑原）総務課長。 

○総務課長（中村）それでは、第43号議案、海田町議会議員及び長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。説

明につきましては、資料７の条例の概要で行いますが、議案書は12ページ、資料８で新

旧対照表を提出しております。それでは資料７をお願いいたします。まず、１の改正の

趣旨でございますが、最近の物価の変動に鑑み、公職選挙法施行令の一部が改正され、

国政選挙における選挙運動に関し、選挙運動用ビラ及びポスターの作成の公営に要する

経費に係る限度額が引上げられました。これを踏まえ、町の選挙における公営に要する

経費に係る限度額を引き上げるものでございます。次に、２の選挙運動費用の町負担額

の改正でございます。（１）の選挙運動用ビラにつきましては、ビラ１枚当たりの単価限

度額を７円73銭から８円38銭円に引上げます。（２）の選挙運動用ポスターにつきまして

は、ポスター１枚当たりの単価限度額のうち、印刷費相当分を541円31銭から586円88銭

に引上げます。最後に、３の施行期日につきましては、公布の日でございます。以上で

説明を終わります。 

○議長（桑原）以上で説明を終わります。これより質疑を行います。質疑があれば許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）質疑なしと認めます。質疑を終結します。討論があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）討論なしと認めます。討論を終結します。 

これより、第43号議案について採決を行います。お諮りいたします。第43号議案につ

いて、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、第43号議案は原案のとおりこれを決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）日程第５、第44号議案、令和７年度海田町一般会計補正予算第４号を議題

といたします。町長より提案理由の説明を求めます。竹野内町長。 

○町長（竹野内）第44号議案、令和７年度海田町一般会計補正予算第４号。この度の補正

予算につきましては、低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業費の増額等の予算

措置を行うものでございます。内容につきましては担当者より説明させます。 

○議長（桑原）財政経営課長。 

○財政経営課長（倉本）それでは第44号議案、令和７年度海田町一般会計補正予算第４号

について御説明いたします。資料９の令和７年度補正予算説明書をお願いいたします。

資料９でございます。今回の補正予算においては、歳出において、人事異動等に伴う人

件費の増額を要求しております。これにつきましては、件数が多く繰返し出てまいりま

すので、個別の説明は省略させていただきます。 

それでは、歳出から御説明いたします。資料９の６ページ、７ページをお願いいたし

ます。総務費、総務管理費の交通安全施設整備事業につきましては、カーブミラーの修

繕に係り需用費を増額するものでございます。その下の地域公共交通維持確保事業につ

きましては、資料13を併せて提出しておりますけれども、町内循環バスの利用促進に向

けた支援業務に係り委託料を増額するものでございます。財源として、広島型ＭａａＳ

推進事業補助金を活用いたします。 

続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。民生費、社会福祉費の低所得

者支援及び定額減税補足給付金給付事業につきましては、資料10を併せて提出してござ

います。令和６年度に支給した定額減税補足給付金は、見込みの推計値に基づいて算出

した交付金を支給したものでございますが、今回、確定した令和６年度住民税課税額及

び令和６年所得税額を基準として、対象者へ不足額給付を行うもので、負担金補助及び

交付金などを増額するものでございます。財源といたしまして、物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金を活用いたします。同じく８ページ、９ページの地域包括支援セン

ター運営事業につきましても、資料11を併せて提出してございます。令和８年度から地

域包括支援センターの運営を外部委託するに当たりまして、公募型プロポーザルにより

受託候補者を選定するために設置する選定委員会の委員に支払う報償費の増額を行う

ものでございます。あわせて、令和８年度から令和12年度までの委託料について債務負
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担行為を設定いたします。同じく８ページ、９ページの一番下でございます。地域介護

予防活動支援事業につきましても、資料12を併せて提出しておりますけれども、高齢者

いきいき活動ポイントのプレミアムチケットを印刷するために、需用費を増額するもの

でございます。あわせて、令和８年度に賛同事業所へ支払う負担金について、債務負担

行為を設定いたします。次に10ページ、11ページをお願いいたします。民生費の児童福

祉費の母子家庭等自立支援事業につきましては、こどもの学習支援及び自立支援教育訓

練について、当初見込みより受講者が多かったことなどにより、負担金補助及び交付金

と扶助費を増額するものでございます。財源といたしまして、母子家庭等対策総合支援

事業費補助金を活用いたします。 

次に、12ページ、13ページをお願いいたします。衛生費、保健衛生費の野良犬・野良

猫対策事業につきましては、資料14を併せて提出しておりますけれども、町内に生息す

る野良猫に不妊去勢手術を行う方に対し、それに要する費用を補助するために、負担金

補助及び交付金を増額するものでございます。財源といたしまして、野良犬・野良猫対

策事業補助金を活用いたします。 

16ページ、17ページをお願いいたします。土木費、土木管理費の私道整備補助事業に

つきましては、私道整備に係る申請があったことから、負担金補助及び交付金を増額す

るものでございます。18ページ、19ページをお願いいたします。土木費、道路橋りょう

費の町内道路修繕事業につきましては、資料16といたしまして、工事等箇所図を提出し

てございますけれども、こちらは町道２号線の冠水検知自動通報装置の修繕工事にかか

り、工事請負費を増額するものでございます。その下の県道維持修繕事業につきまして

は、県道の維持修繕管理業務について、県の指示額が増額になったことに伴い、委託料

を増額するものでございます。財源といたしまして、県道維持修繕費交付金を活用いた

します。20ページ、21ページをお願いいたします。土木費、河川費の急傾斜地管理事業

につきましては、急傾斜地の維持管理業務について、県の指示額が増額になったことに

伴い、委託料を増額するものでございます。財源といたしまして、急傾斜地崩壊防止施

設対策費交付金を活用いたします。 

22ページ、23ページをお願いいたします。消防費、消防費の消防団運営事業につきま

しては、消防団員の退職に伴い、退職報償金を支払う必要があることから、報償費を増

額するものでございます。財源といたしまして、消防団員退職報償金受入金を活用いた

します。その下の防災行政無線管理事業につきましては、Ｊアラートの新型受信機の設
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置業務にかかり、委託料を増額させるものでございます。財源といたしまして、町債を

活用いたします。その下の防災行政無線整備事業につきましては、防災行政無線の更新

のための基本計画策定業務にかかり、委託料を増額させるものでございます。 

次に、24ページ、25ページをお願いいたします。教育費、教育総務費の心の元気を育

てる地域支援事業につきましては、県からの委託金が増額されたことにより事業を拡大

することに伴い、需用費等を増額させるものでございます。財源といたしまして、道徳

教育推進拠点地域事業委託金を活用いたします。 

続きまして、歳入について御説明いたします。２ページ、３ページをお願いいたしま

す。ここでは、歳出のところで御説明いたしました特定財源については省略させていた

だきます。３ページの右側、説明欄の下から三つ目でございますけれども、前年度繰越

金につきましては、財源調整といたしまして増額するものでございます。 

続きまして、議案を御説明いたします。第44号議案をお願いいたします。この度の補

正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億1,205万

3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ143億4,894万9,000円とする

ものでございます。また、４ページの第２表により、債務負担行為補正を行います。表

中、一番下でございますけれども、小学校給食調理委託に係る額、これにつきましては

資料15を併せて提出しておりますけれども、令和８年４月以降の受託者について、公募

型プロポーザルにより相手方を決定する必要があることから設定するものでございま

す。最後に５ページ、第３表により、地方債補正を行います。以上で、令和７年度海田

町一般会計補正予算第４号の説明を終わります。 

○議長（桑原）以上で説明を終わります。これより質疑を行います。質疑があれば許しま

す。﨑本議員。 

○１５番（﨑本）15番、﨑本でございます。資料14のね、飼い主のない猫の不妊手術にか

かる補助金についてでございますがね、これにわしはサインしたんじゃが、ここの概要

の一番最後に、本町が実施する補助金では団体登録を必要とせず、２名以上の構成され

たグループを対象にすると書いてありますが、私が署名したのは、近所のほうに非常に

野良猫が多いので、それに対して不妊手術の費用がもらえる思うて、私したんじゃが、

今まで十何頭か捕獲してあれしましたが、これ、不妊手術をしてやったら、この後、２

名以上で構成されたグループを対象とすると書いてありますが、もしか捕まえて、２名

以上グループいうて、そのあれが分かりませんが、これ、不妊手術したのは、自ら自分
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が飼わなければいけないか、それともそれを引き取るところがあるか。それをちょっと、

そこらのほうがちょっと分かりにくいので、説明をお願いします。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）地域で野良猫の対策を、複数の方でされているというのが通例

といいますか、今、いろいろヒアリングしてみますと、そういった事例が多くあるよう

にお聞きしております。そのグループの方々が、野良猫を捕獲していただいて、ペット

クリニックで施術をして、その後に、また自然に返す。野良猫として、また、猫はそこ

で生息していくと、そういうことを想定しております。 

○議長（桑原）﨑本議員。 

○１５番（﨑本）すいません。そういうことは、今、こういうグループがおられるのは知

っちょる、愛護いうか、そういうグループでね。だけ、私、その人が何とかしてくれる

思うて、補助金を町に請求されるんかと思いますが、今の説明じゃあ、自分が捕まえた

２名以上のあれやったら、写真とあれを出したら、不妊手術した後、また、野良猫とし

て返してもええということですか。そこをちょっと。それやったら、近所で野良猫が、

餌やなんじゃかんじゃ与えて迷惑かけるのは同じことなんじゃが、そこらどういう考え

か、ちょっとお願いします。ほいじゃけ、極端に言うたら、不妊手術は自分が捕まえて

２名以上で確認して、３匹なら３匹不妊手術して、例えばよ、自分方の生息地じゃ悪い

けえ、よそへ持ってって放してもええっちゅうことか。それが適当か適当じゃないかを、

ちょっとそこを詳しく。ものによったら、捕まえたのは自分とこで放してもええという

ように聞こえたんじゃが、それを不妊手術したのを、例えば100メーター離れたとこへ放

してもええか悪いか、それが法的にええか悪いか、町が認めるか認めんかをちょっと詳

しく説明をお願いします。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）議員御指摘のとおり、捕獲した猫に不妊去勢の手術をした後に、

町から確認をして現金給付を行いまして、その猫を当該エリアにリリースしていただく

というか、そこは、良識の範囲内でといいますか、そこまで我々も追ってって見るわけ

にもいきませんし、その猫の生息をずっと監視するわけにいきませんので、そこはお願

いの範疇であろうかと思います。で、野良猫に再び返すことが、意義がどうかという点

ですけど、やはり猫が繁殖力が相当高い動物だということですから、そこを一旦、不妊

去勢をすることで、新たな野良猫が発生して不幸な猫が発生しないようにするというの
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が趣旨でございます。 

○議長（桑原）分かりましたか。ほかにございませんか。小田議員。 

○８番（小田）８番、小田です。同じく、飼い主のいない猫の不妊去勢手術に係る補助に

ついてお尋ねします。先般行われました全員協議会において、飼い猫の申請を防ぐため

に、２名以上で構成されたグループとされたという御説明を受けました。また、１人で

するのは難しいかなという御説明を受けましたけれども、では、同一世帯の２名であっ

たら認めないという趣旨でよろしいんでしょうか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）はい、お見込みのとおり、別世帯の方で申請をお願いしたいと

考えております。 

○議長（桑原）小田議員。 

○８番（小田）もう一つ、同一グループが複数回申請された場合は、これはどのように扱

われるんでしょう。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）今回御提案しております予算の範囲内であれば、アッパーの部

分まで対応させていただきたいと考えております。 

○議長（桑原）ほかにございますか。石橋議員。 

○５番（石橋）同じく、飼い主のいない猫の不妊去勢手術についての補助に対して質問さ

せていただきます。今、同一グループが何匹か連れて行きます。去勢手術をするのにで

すね、これは病院で手術するわけなんですけれども、領収書を持っていけば、どこの地

区で、去勢手術、避妊手術をした場合でも、支払いは可能なんでしょうか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）はい、施術をするペットクリニックの住所要件等は考えており

ませんので、そこは要件としては、設定しておりませんので、当該猫というのを確認さ

せていただければ、補助の対象とさせていただこうと考えております。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）病院の領収書を持っていけばよろしいということが分かりました。それか

ら、これ、今見ますとですね、１万3,000円とか、雄猫、雌猫の金額がですね、書いてあ

りますけれども、実際のところ、かかる費用って、雌猫で２万4,000円、また雄猫で２万

円ぐらいというふうに想定が入っているんですけれども、この差額みたいなものは、ど
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なたが支払う。それは、持って行った、手術した人が、持って行ったボランティアの方

がですね、支払うというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）はい、お見込みのとおりでございまして、差額については、活

動団体の方に恐れ入ります、御負担していただくという前提でございます。 

○議長（桑原）石橋議員。 

○５番（石橋）広島市などはですね、クリニックの方にですね、協力をしていただいて、

幾らか補助をしていただくような病院もございますけれども、海田町の場合はそういう

要請みたいなものはされないんでしょうか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）まず、今、今日のこの時点では、補正予算をお願いしている段

階でございますので、勝手に事務レベルで動物病院さんとお話をするということは、ま

だできておりませんけれども、今後、可能な範囲で、そういったことが御対応いただけ

ないかというお話はしてみたいとは考えております。 

○議長（桑原）ほかにございますか。玉川議員。 

○７番（玉川）すみません。同じく、猫の問題なんですけれども、先ほど﨑本議員からの

質問に対して、返して終わりということでした。広島県で同様の補助金の対策をやって

ますが、この場合、餌をやる場所であったりだとか、トイレの場所だったりっていうの

をしっかり指定した上で、地域に迷惑をかけない対策をとった上で、給付をしておりま

す。当町においては、この給付金に対してそういう対策が必要かと思うんですけれども、

それは全くなしでされるということでしょうか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）すいません。先ほどの御説明で、補助のスキームとしては、野

良猫を地域にリリースするということをお話しさせていただきました。ただ、野良猫の

保護団体の方々の活動をいろいろお聞きしますと、決して、施術して、放置で終わりと

いうふうにはされていないようで、複数の方々で、見守りということは継続して行って

らっしゃるようなので、そういったところに期待をするといいますか、お願いをすると

いうことは想定しております。 

○議長（桑原）玉川議員。 

○７番（玉川）今現在、申請しておられたり、お話を聞いてらっしゃる方については、そ
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のようにされているということなんですけれども、今後こういう町独自の補助金がつく

となりましたら、いろいろな方が手を挙げられる可能性があります。ですから、その辺

りはきっちりと指示指導をなさるべきだと思いますが、そこについてはどのように設定

されてるんでしょうか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）ただいまの御指摘も含めてですけども、恐らく、制度を運用し

始めると、また更にいろんな気づきや対応すべきことも出てこようかと思いますので、

そこは、しっかり地域の環境の保持という観点でできることをしっかり取り組んでいき

たいと考えております。 

○議長（桑原）玉川議員。 

○７番（玉川）広島県の制度と二つある中で、安易にこちらの海田町の施策が、容易な、

簡単に申請できるからといって、増えたりだとか、マナーが守られないような状況で助

長されるのは困りますので、その辺りはしっかりと、県の施策とあわせて、その整合性

をとっていっていただきたいと思いますが、それについていかがでしょうか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）御指摘の点を踏まえてしっかり取り組んでまいります。 

○議長（桑原）ほかにございますか。大江議員。 

○１０番（大江）すいません。ちょっと私も、猫とほかのことがあるんですけども、お聞

きしたいんですけども、現在、私の地区も、地域猫の活動をされてる方がいましたけど

も、その方が、活動される前に、一応、地域の自治会長に許可をいただいて、三原のほ

うに、犬や猫を集めるところに申請書を出して、許可をもらって、地域猫の活動ができ

るという体制で、その方は入られたんですけども、海田町の場合は、先ほど２名と言わ

れたんですけど、そういうその登録制度をきちっとして、餌をどこに置きます、おしっ

こするところはこれですっていうそういうものを、届けとか何にもないで、こういう、

その処置するお金を出すんでしょうか。ちょっとそこのところを聞きたいんですけど。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）今議員がおっしゃった地域での活動というのは、恐らく、県の

動物愛護センターの枠組み、県の制度の枠でなさっている活動かと思います。で、今回

御提案差し上げるのは、それとは別で、町で独自で補助をさせていただきたいというも

のでございます。 
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○議長（桑原）はい、ほかにございませんか。大江議員。 

○１０番（大江）すいません。これは、今度は町内循環バス利用促進のですけども、11月

から２月にかけて利用促進策の実証実験・検証とありますが、どのような利用促進策、

実証実験をされるおつもりなんですか、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）これも今後のスケジュール案のところにございます、プロポー

ザル実施というふうに書いてございます。事業者さんからの御提案を受けて、その御提

案によって内容を詰めていきたいと考えておりますので、今日この時点でこれとこれを

やりますというものではなくて、サービスの提案、こういったことをやったらどうかと

いうものをお受けして、内容を詰めていきたいと考えております。 

○議長（桑原）大江議員。 

○１０番（大江）すいません。私が理解があれなんかも分かりません。今の循環バス、芸

陽バスのところが運営をされてますけども、全くそれとは別にということですか。それ

とも、芸陽バスを除いて改めてプロポーザルでということなんでしょうか。 

○議長（桑原）地域みらい課長。 

○地域みらい課長（山田）あくまでも、今、現行の芸陽バスさんの運行してくださってい

る循環バスをやる、その前提で、その中で、サービス向上策はどんなものが考えられる

か、これをやらせていただきたいというものでございます。 

○議長（桑原）ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）質疑なしと認めます。質疑を終結します。討論があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）討論なしと認めます。討論を終結いたします。 

これより、第44号議案について採決を行います。お諮りいたします。第44号議案につ

いて、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、第44号議案は原案のとおりこれを決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）日程第６、第45号議案、令和７年度海田町介護保険特別会計補正予算第１

号を議題といたします。町長より提案理由の説明を求めます。竹野内町長。 
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○町長（竹野内）第45号議案、令和７年度海田町介護保険特別会計補正予算第１号。この

度の補正予算につきましては、介護予防住宅改修費支給事業費の増額等の予算措置を行

うものでございます。内容につきましては担当者より説明をさせます。 

○議長（桑原）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（岩本）第45号議案、令和７年度海田町介護保険特別会計補正予算第１号

について御説明いたします。歳入歳出予算の補正につきましては、資料17、令和７年度

補正予算説明書にしたがい、歳出から御説明いたします。資料17の保険事業勘定の４ペ

ージ、５ページをお願いいたします。保険給付費の介護予防サービス等諸費の介護予防

住宅改修費支給事業につきましては、原材料費の高騰により、１人当たりの給付費が見

込みを上回ったため、290万6,000円を増額するものでございます。次の地域密着型介護

予防サービス給付事業につきましては、利用者数及び１人当たりの給付費が見込みを上

回ったため、279万4,000円を増額するものでございます。続きまして、歳入について御

説明いたします。２ページ、３ページをお願いいたします。８款、繰越金につきまして

は、財源調整のため、570万円を増額するものでございます。続きまして、議案について

御説明いたします。第45号議案をお願いします。この度の保険事業勘定の歳入歳出予算

の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に570万円を追加し、歳入歳出の総額

を21億6,662万9,000円とするものでございます。以上で、令和７年度海田町介護保険特

別会計補正予算第１号の説明を終わります。 

○議長（桑原）以上で説明を終わります。これより質疑を行います。質疑があれば許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）質疑なしと認めます。質疑を終結します。討論があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）討論なしと認めます。討論を終結します。 

これより、第45号議案について採決を行います。お諮りいたします。第45号議案につ

いて、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、第45号議案は原案のとおりこれを決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）日程第７、第46号議案、令和７年度海田町後期高齢者医療特別会計補正予
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算第１号を議題といたします。町長より提案理由の説明を求めます。竹野内町長。 

○町長（竹野内）第46号議案、令和７年度海田町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号。

この度の補正予算につきましては、後期高齢者医療一般事務事業費の増額等の予算措置

を行うものでございます。内容につきましては担当者より説明させます。 

○議長（桑原）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（岩本）第46号議案、令和７年度海田町後期高齢者医療特別会計補正予算

第１号について御説明いたします。それでは資料18、令和７年度補正予算説明書にした

がい、歳出から御説明いたします。資料18の４ページ、５ページをお願いいたします。

総務費の総務管理費の一般管理費の後期高齢者医療一般事務事業につきましては、令和

８年度から、子育て世代を支える新しい分かち合い、連帯の仕組みとして創設される子

ども・子育て支援金制度に対応するため、後期高齢者医療システム改修の委託料759万

円を増額するものでございます。続きまして、歳入について御説明いたします。２ペー

ジ、３ページをお願いいたします。５款、国庫支出金の国庫補助金の子ども・子育て支

援事業費補助金につきましては、子ども・子育て支援金制度対応に係る後期高齢者医療

システムの改修に対し交付される補助金で、759万円を増額するものでございます。続き

まして、議案について御説明いたします。第46号議案をお願いいたします。この度の補

正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に759万円を追加し、歳入歳出の総額

を５億1,842万7,000円とするものでございます。以上で、令和７年度海田町後期高齢者

医療特別会計補正予算第１号の説明を終わります。 

○議長（桑原）以上で説明を終わります。これより質疑を行います。質疑があれば許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）質疑なしと認めます。質疑を終結します。討論があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）討論なしと認めます。討論を終結します。 

これより、第46号議案について採決を行います。お諮りいたします。第46号議案につ

いては、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、第46号議案は原案のとおりこれを決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（桑原）日程第８、第47号議案、令和７年度海田町下水道事業会計補正予算第１号

を議題といたします。町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（竹野内）第47号議案、令和７年度海田町下水道事業会計補正予算第１号。この度

の補正予算につきましては、埼玉県で発生した大規模道路陥没事故を受け、国からの要

請に基づいて実施する大規模下水道管路特別重点調査等事業に係る予算措置を行うも

のでございます。内容につきましては担当者より説明させます。 

○議長（桑原）上下水道課長。 

○上下水道課長（吉川）それでは、第47号議案、令和７年度海田町下水道事業会計補正予

算第１号について御説明いたします。初めに、資料19の令和７年度下水道事業会計補正

予算説明書にしたがいまして、支出から御説明いたします。それでは、資料19の２ペー

ジをお願いいたします。支出の下水道事業費用の営業費用の管きょ費につきまして、令

和７年１月に埼玉県八潮市で発生した大規模道路陥没事故を受け、国からの要請に基づ

き実施いたします、大規模下水道管路特別重点調査等事業の実施に係る修繕費800万円

を増額するものでございます。こちらにつきましては、工事箇所図として、資料20を提

出してございます。続きまして、収入でございます。下水道事業収益の営業外収益の国

庫補助金につきまして、本事業の実施に伴う国庫補助金136万9,000円を増額するもので

ございます。なお、本事業の財源として、企業債130万円を活用いたしますが、公営企業

会計上、議案書に、なお書きによりお示しすることとなっており、歳入予算には含んで

ございません。また、支出と収入及び企業債との差額分につきましては、一般会計から

の基準内繰入金で対応する予定でございます。 

それでは続きまして、第47号議案をお願いいたします。２条でございますが、当初予

算第３条の後段を、なお、営業費用中、公営企業会計の適用に要する経費及び大規模下

水道管路特別重点調査等事業の財源に充てるため、企業債1,180万円を借り入れる。に改

め、収益的収入の予定額の第１款、下水道事業収益を136万9,000円増額し、９億2,608万

4,000円とし、収益的支出の予定額の第１款、下水道事業費用を800万円増額し、９億

2,167万5,000円とするものでございます。次に、第３条でございますが、予算第６条に

定めた企業債の限度額を130万円増額し、４億7,680万円とするものでございます。以上

で、令和７年度海田町下水道事業会計補正予算第１号の説明を終わります。 

○議長（桑原）以上で説明を終わります。これより質疑を行います。質疑があれば許しま

す。﨑本議員。 
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○１５番（﨑本）15番、﨑本でございます。これはもう15年ぐらい前にボックスカルバー

トを入れられた箇所だと思いますが、国からの要請で、これは目視か、どういう形の検

査をやられるか。ちょっとそこを。なぜか言うとね、今まで補正予算か何かで、橋の点

検作業をやられたが、橋の点検作業だけで、これたあ似たような、大方1,000万近くかけ

られたんじゃが、これは、距離が長くて、私も知ってますが、ボックスカルバートの莫

大な大きさのあれなんですが、今の橋の分でも、目視か何かで行われていますが、これ

は大きい、箇所が長い上に範囲が広いのに、こんだけの費用でどんだけの点検作業をや

られるか、ちょっと詳しくお願いいたします。 

○議長（桑原）上下水道課長。 

○上下水道課長（吉川）資料20のほうで御説明させていただきます。工事箇所図でござい

ます。調査につきましては、潜行目視調査ということで目視の調査になっておりまして、

下のほうのイメージ写真のほうに、調査している状況を写真として記載させていただい

ております。 

○議長（桑原）﨑本議員。 

○１５番（﨑本）私、それは分かってますよ。だけど、これは橋と違うて、ボックスカル

バートじゃから、造るときに厳重な点検をされてやられておりますが、以前の橋のよう

に、鉄筋が出たり何じゃかんじゃはしてないと多分思います。そこで私が言うように、

目視でやって、国から、どのようなことを重点的に点検をせえよいうような概要はつい

てなかったんですか、そこをちょっと聞きたいと思います。 

○議長（桑原）上下水道課長。 

○上下水道課長（吉川）国のほうからの調査方法の指示につきましては、記載しておりま

す潜行目視調査ということで、数メートルおきに調査員が入ってって、目視で、コンク

リートの劣化だったり、傷等で水が流れ出たり又は水が流れ込んだりということ、で、

道路中の砂が下水の管の中に流れ込んで陥没を起こさないか、その危険性がないかとい

うふうに調査するように聞いてございます。 

○議長（桑原）ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）質疑なしと認めます。質疑を終結します。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）討論なしと認めます。討論を終結します。 
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これより、第47号議案について採決を行います。お諮りいたします。第47号議案につ

いて、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、第47号議案は原案のとおりこれを決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）日程第９、発議第８号、小学校校舎建替特別委員会設置に関する決議案を

議題といたします。本案については、提出者が全員でございますので、質疑、討論を省

略いたします。 

これより、発議第８号について採決を行います。お諮りいたします。発議第８号につ

いては、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、発議第８号は原案のとおりこれを決します。 

この際、お諮りいたします。ただいま設置されました小学校校舎建替特別委員会の委

員として、議長は議会運営上、公平中立の立場から委員を辞任させていただきたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、議長は委員を辞任することに決します。こ

の際、ただいま設置されました小学校校舎建替特別委員会の委員の皆さんは、全員協議

会室で正副委員長の互選を行い、私に報告してください。暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後３時４３分 休憩 

午後３時５２分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（桑原）休憩前に引き続き本会議を再開いたします。ただいま小学校校舎建替特別

委員会において正副委員長の互選が行われましたので、その結果を御報告申し上げます。

委員長に宗像議員、副委員長に夏野議員と決定いたしましたのでお知らせいたします。 

この際、お諮りいたします。決算審査特別委員会の審査のため、９月３日から８日ま

での６日間、休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（桑原）異議なしと認めます。よって、９月３日から８日までの６日間、休会とし



８７ 

たいと思います。それに決します。以上で、本日の日程は全て終了いたしました。本日

はこれにて散会をいたしたいと思います。なお、次の議会は、９月９日午前９時から開

会をいたしたいと思います。大変今日は御苦労様でした。ありがとうございました。 

午後３時５３分 散会 


